
令和７年12月11日

魚沼市議会議長 志 田 貢 様

福祉文教委員会

委員長 星 直 樹

福祉文教委員会調査報告書

本委員会は、所管事務について下記のとおり調査したので、魚沼市議会会議規則

第 110 条の規定により報告します。

記

１ 調査事件名 （１）所管事務調査

（２）閉会中の所管事務等の調査について

（３）その他

２ 調査の経過 12 月 11 日に委員会を開催し、付託案件の審査を行った。

所管事務調査については、魚沼市こども計画の素案について、

第３次魚沼市環境基本計画の素案について、第３次魚沼市一般廃

棄物処理基本計画の素案について、第２次魚沼市地域公共交通計

画の素案について、執行部から説明を受け質疑を行った。市民の

声を聞く会での意見・要望事項等の取扱いについて、協議した。

閉会中の所管事務等の調査については、これを行うこととした。

その他で、第２次魚沼市人権教育・啓発推進計画策定について、

子ども・子育て支援金の負担について、後期高齢者医療保険料率

の改定について、魚沼市健康づくり計画策定（改訂）について、

魚沼市地域医療計画策定について、令和８年度以降のけん診会場

の変更について、権利を放棄した医師等修学資金の不納欠損処分

及び基金への補填について、第３次魚沼市生涯学習推進計画につ

いて、第２次魚沼市子ども読書活動推進計画について、旧入広瀬

中学校校舎及び入広瀬体育館の解体について、執行部から説明を

受け質疑を行った。

また、その他で市税の滞納処分及び滞納処分の執行の停止につ

いて、ナンバープレートについて執行部から報告を受けた。

令和８年度の行政視察について及びスマートディスカッショ

ンの容量低減について委員長から各委員に依頼があった。

指定管理者制度について協議した。
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福祉文教委員会会議録

１ 審査事件

（１）請願第 4 号 新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組に関する請願書

（２）陳情第 1 号 「私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増

額・拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書

（３）発議第 4 号 クマ被害対策に向けた各種支援を求める意見書の提出について

（４）議案第 97 号 魚沼市税条例の一部改正について

（５）議案第 98 号 魚沼市在宅介護サービスセンター条例の一部改正について

（６）議案第 108 号 指定管理者の指定について（魚沼市特別養護老人ホームあぶるま苑）

（７）議案第 109 号 指定管理者の指定について（魚沼市湯之谷デイサービスセンター）

（８）議案第 110 号 指定管理者の指定について（魚沼市入広瀬デイサービスセンター）

（９）議案第 111 号 指定管理者の指定について（魚沼市守門健康センター）

２ 調査事件

（10）所管事務調査

①魚沼市こども計画の素案について

②第３次魚沼市環境基本計画の素案について

③第３次魚沼市一般廃棄物処理基本計画の素案について

④第２次魚沼市地域公共交通計画の素案について

⑤市民の声を聞く会での意見・要望事項の取扱いについて

（11）閉会中の所管事務等の調査について

（12）その他

①第２次魚沼市人権教育・啓発推進計画策定について

②子ども・子育て支援金の負担について

③後期高齢者医療保険料率の改定について

④魚沼市健康づくり計画策定（改訂）について

⑤魚沼市地域医療計画策定について

⑥令和８年度以降のけん診会場の変更について

⑦権利を放棄した医師等修学資金の不納欠損処分及び基金への補填について

⑧第３次魚沼市生涯学習推進計画について

⑨第２次魚沼市子ども読書活動推進計画について

⑩旧入広瀬中学校校舎及び入広瀬体育館の解体について

⑪その他

３ 日 時 令和７年 12 月 11 日 午前 10 時

４ 場 所 本庁舎３階 委員会室

５ 出席委員 磯部竜太郎、古田島 丞、佐藤卓摩、星 直樹、大平恭児、渡辺一美
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（志田 貢議長）

６ 欠席委員 なし

７ 参 考 人 新潟水俣病共闘会議 事務局長 有田純也

新潟県私学の公費助成をすすめる会 清水 悠

８ 紹介議員 高野甲子雄

９ 委員外議員 本田 篤

10 説 明 員 内田市長、樋口教育長、吉澤市民福祉部長、大塚教育委員会事務局長、

戸田市民福祉部副部長、大羽賀税務課長、関生活環境課長、

茂野介護福祉課長、小山健康増進課長、岡部学校教育課長、

青柳生涯学習課長、浅井子ども課長

11 書 記 坂大議会事務局長、閏間主任

12 経 過

開 会（10：00）

星委員長 定足数に達していますので、ただいまから福祉文教委員会を開会します。本日は

議案が多くあります。活発な意見を出していただきながら、スムーズな運営に御協力願い

ます。まず、本委員会に付託されました議案について審議願います。

（１）請願第 4 号 新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組に関する請願書

星委員長 日程第１、請願第４号 新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組に関

する請願書を議題とします。請願者から、魚沼市議会委員会における請願者又は陳情者の

趣旨説明に関する要綱第３条及び第４条の規定により、事前に趣旨説明申出書が提出され

ていますので、当委員会として趣旨説明を認めることとしてよろしいかお諮りいたします。

本請願を審議するに当たり請願者から意見を聞くことについて御異議ありませんか。（異議

なし）異議がありませんので、請願者の趣旨説明を認めます。

請願者であります新潟水俣病共闘会議事務局長、有田純也様は指定の席にお着きくださ

い。なお、念のため申し上げますが、請願者は委員長の許可を得て発言し、委員は請願者

に対し請願等の内容及び趣旨説明に関する質疑をすることができますが、請願者は委員に

対して質疑をすることができないことになっていますので御了承願います。また、発言の

内容は簡潔にするものとし、請願の趣旨説明であるため、この請願の範囲を超えることは

できませんので御了承願います。
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それでは、請願者であります新潟水俣病共闘会議事務局長、有田純也様に趣旨説明を求

めます。

有田参考人 新潟水俣病共闘会議で事務局長をしております有田と申します。本日は、請

願の趣旨説明をする機会を与えていただき、ありがとうございます。それでは説明させて

いただきます。皆さんも御存じのとおり、新潟水俣病は今年の５月 31 日で公式確認から

60 年を迎えました。新潟県でも、そうした記念行事が開催されました。しかしながら、新

潟水俣病患者はまだ救済されておらず、私たちノーモア・ミナマタ新潟第２次訴訟という

ものを今やっていまして、それがちょうど今日で 12 年を迎えます。2013 年の 12 月 11 日、

ちょうどもう 12 年前ですね、ノーモア・ミナマタ新潟第２次訴訟を始めました。この裁判、

昨年新潟地裁で結審が出たんですけれども、残念ながら全員の患者は救済されず、東京高

裁と新潟地裁でいまだに裁判が続いております。60 年がたった今でも、いまだに新潟水俣

病患者というのは救済されていない、問題が解決されていないということであります。

原告 146 人の中でこの 12 年間の裁判中に 38 人が亡くなっておりまして、平均年齢も 75

歳となりまして、高齢の患者さんだと 90 歳を超える患者さんもおられます。私たちは一刻

も早い解決を望んでおります。そうした中で、こういった意見書採択の取組ということで、

今、全県を回っておりまして、新潟県議会においては、６月の定例会や９月定例会におき

まして、新潟県議会でも同じような意見書が採択されまして、また水俣病が発生した流域

市町村ですね、新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町の各議会でも、同様の意見書が採択さ

れており、新潟県流域市町村では意見書採択がされております。この動きを全県に広げよ

うということで、30 市町村全ての採択を目指しておりまして、10 月 31 日に新潟水俣病キ

ャラバンということで県庁を出発しまして、何班かに分かれて請願の趣旨説明でお願いに

回っております。

ここ魚沼市には、11 月４日に私と原告団副団長の昆義雄が参って議長に要請というのか

お願いをしたというところであります。

新潟水俣病公式確認から 60 年ということで、一刻も早い解決が急がれるということで、

請願趣旨としましては、国に対しては救済制度を確立するということで、今、超党派で水

俣新法が、今臨時国会で審議される見通しであります。ただ、なかなかこの臨時国会で非

常に厳しい情勢かなと思っておりまして、来年の通常国会までもつれこむかなと思ってお

ります。

そうした中で、意見書が採択されるということが救済に向けた大きな後押しになると思

っております。請願事項としては、救済制度を確立すること、そして流域市町村の健康調

査ですね。この健康調査が行われなければどれぐらい水俣病の患者が存在するかが分から

ないということであります。原告 146 人が声を上げておりますけれども、そのほかに多く

の潜在患者がいると思われます。このノーモア・ミナマタ新潟第１次訴訟というのが 2011

年に第１次の方は和解したんですけれども、その中でも 170 人の原告がいたんですけれど

も、そのときにできた特措法では 1,500 人を超える方が声を上げたということで、同じよ

うな新法案が制定されればもっと多くの潜在患者が救済されると、裁判だけではなくて、

新たな救済制度で潜在患者が救済されると思っております。ぜひとも早く解決するために、

水俣病の問題を解決するために、何卒の請願趣旨の趣旨を御理解いただきまして、皆様か

ら御協力いただけたらと思います。よろしくお願いします。
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星委員長 これから、請願者である新潟水俣病共闘会議事務局長、有田純也様に対する質疑

を行います。

渡辺委員 これまで 60 年たってもまだ解決されないということに関しては、やはり病気を持

っていない、被害に遭っていない私たちですらやはり本当に一刻も早く解決してほしいと

いう思いがあります。この請願の１番、２番について、全く反対とかではないんですけれ

ども、少しお話をお聞かせください。まず、新潟県として流域自治体というんでしょうか、

そちらでの採択をされましたけれども、そのほか、それ以外の自治体で、新潟県内で採択

されているところはありますか。

有田参考人 今 12 月議会で同じような取組をしているので、今のところまだ採択されたとい

う話は聞いておりません。

渡辺委員 もう１点は、水俣病は熊本県でも同じような被害者がおられて、熊本県で新潟県

に要望しているようなことは、全て終わっているのでしょうか。

有田参考人 熊本の状況については把握しておりません。私は新潟のことしか把握しておりま

せん。

渡辺委員 そうしますと、今ほどの説明ですと、恐らく第１次の時に判決が下って、訴訟を

起こした人は 170名程度であったけれども、1,500名の方が声を上げたということで、1,500

名近い方がまた救済されました。今後、この２番目の住民の健康調査とかをすると、やは

りかなりの方が救済の対象になるというお考えでしょうか。

有田参考人 そうですね。2011 年の特措法の和解のときには健康調査をされていないんです

よね。されていないにもかかわらず、やはり多くの 1,500 人の方が声を上げたということ

ですので、健康調査がされれば多くの方が名乗り出てくると思います。今、原告になって

いる 146 人というのは、前の特措法で遅れてしまった人なんですね。２年半で締め切った

ために、それに間に合わなかった人が今裁判に訴えている状況ですので、間に合わなかっ

た人や、あるいは症状に気づかなかった人が出てくるかなと思います。本当に感覚障害っ

て年を取って出てくるものですから、気づかない、これは年のせいだと何か勘違いしてい

る方もおられますので、また国がそういった制度をつくって呼びかければ、本当にたくさ

んの方が水俣病じゃないかなと思って名乗り出てくれることがあると思います。もちろん

健康調査をすれば一番いいんでしょうけれども、この救済制度ができれば名乗り出てくる

方はたくさんいると思います。

星委員長 ほかにありませんか。

大平委員 私から何点かお聞きしたいと思います。国は 60 年も放置してきたと思うのですよ

ね。皆さんの戦いによって築かれたところもあるんだけれども、いまだに救済されないと

いう御説明がありました。最大の問題というのは、国が何で 60 年も放置していたのか。何

を理由に放置していたのか。裁判でも戦っている原告の方の思いもあると思うので、皆さ

ん方の主観で結構ですので、ぜひお答え願えないかなと思うのですが、いかがでしょうか。

有田参考人 国がなぜと言われても、私たちはなかなか答えられない、正直分からないとい

うのが正直なところなんですけれども、やはり患者はずっと切り捨てられてきたという歴

史があるわけですね。私たちからすると法律がちゃんと救済制度、ずっと裁判所が今の国

の救済制度、患者の認定の仕方がおかしいと言ってきたわけですね。今、最高裁の判決だ

と、今、感覚障害のみで水俣病患者を認めようということで、もちろん魚を食べたり喫食
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のこと等やっているんですけれども、やっぱり国の制度というのは、感覚障害だけじゃ認

めなくて、複数の視野狭窄とか、複数の症状を絡めなければ認定されないという最高裁の

判決と違った制度を運用しているところが大きいのかなと思います。その運用制度を私た

ちは、認定制度なんですけれども、見直せって言っても、認定制度というのはなかなか見

直されないわけですね。その中で、私たちは公健法の認定制度は難しいので、その中で救

済できなかった人が前の特措法で救済されたんですけれども、そこの認定制度の問題がや

っぱり非常に大きいのかなと思っております。

大平委員 第１次の認定の期間のずれで救済されない方が今回の原告でいらっしゃると。う

ちその何名の方も亡くなっているという話でした。これは全数はつかんでいますか。もち

ろん分からないとは思うんですが、大体どの程度か。これも主観で結構です、どの程度の

被害者がいると想定されるのか。感覚的なことでいいのでお聞かせ願えますか。

有田参考人 前回の原告が 170 名、ノーモア・ミナマタ新潟第１次訴訟が 170 人で、今回が

146 人。亡くなった方もおられるので、150 人を超す方が声を上げておりますので、やはり

1,000 人を超える方がやはり潜在的にまだいらっしゃるんじゃないかと、私の主観ですけ

れども思います。

星委員長 ほかにありませんか（なし）質疑なしと認めます。これで請願者に対する質疑を

終結します。新潟水俣病共闘会議事務局長、有田純也様、傍聴席にお戻りください。

委員会を代表してお礼を申し上げます。丁寧な説明をいただき心から感謝いたします。

本委員会として、御意見を今後の委員会調査に十分生かしてまいりたいと思います。本日

は誠にありがとうございました。以上で、請願者の趣旨説明を終わります。

紹介議員から補足説明はありませんか。（なし）

続いて、本件に関しまして執行部に確認しておきたいことがありましたら、発言を許し

ます。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。

本件につきまして、討論を省略し採決することに御異議ありませんか。（異議なし）異議

なしと認めます。よって、討論を省略し採決することに決定しました。

これから、請願第４号 新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組に関する請

願書についてを採決します。お諮りします。本件は、採択することに御異議ありませんか。

（異議なし）異議なしと認めます。よって請願第４号は、採択すべきものと決定されまし

た。

本請願を採択としましたので、本会議でも採択された場合の意見書発議について協議し

ます。「015 請願 請願新潟水俣病意見書（案）」を御覧ください。それでは、議会事務局

長から朗読をさせます。

坂大議会事務局 （資料「新潟水俣病全被害者の救済と問題解決に向けた取組を求める意見

書（案）」により朗読）

星委員長 お諮りします。ただいま朗読のあった意見書で御異議ありませんか。（異議なし）

異議なしと認めます。それでは、本会議で採択されたときには委員長が提出者となり、委

員会で発議することに御異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。そのように

決定されました。

しばらくの間、休憩といたします。
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休 憩（10：20）

再 開（10：24）

星委員長 それでは、再開いたします。

（２）陳情第 1 号 「私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増

額・拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書

星委員長 日程第２、陳情第１号 「私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、

私学助成の増額・拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書を議題とします。陳情者か

ら魚沼市議会委員会における請願者又は陳情者の趣旨説明に関する要綱第３条及び第４条

の規定により、事前に趣旨説明申出書が提出されていますので、当委員会として趣旨説明

を認めることにしてよろしいかお諮りいたします。本陳情を審議するに当たり陳情者から

意見を聞くことについて御異議ありませんか。（異議なし）異議がありませんので、陳情者

の趣旨説明を認めます。

陳情者であります新潟県私学の公費助成をすすめる会、清水悠様は指定の席にお着きく

ださい。なお、念のため申し上げますが、陳情者は委員長の許可を得て発言し、委員は陳

情者に対し陳情等の内容及び趣旨説明に関する質疑をすることができますが、陳情者は委

員に対して質疑をすることができないことになっていますので御了承願います。また、発

言の内容は簡潔にするものとし、陳情の趣旨説明であるため、この陳情の範囲を超えるこ

とはできませんので御了承願います。

それでは、陳情者であります新潟県私学の公費助成をすすめる会、清水悠様に趣旨説明

を求めます。

清水参考人 新潟県私学の公費助成をすすめる会の清水と申します。本日はこのような機会

をいただき、ありがとうございます。それでは、陳情書の趣旨説明をさせていただきたい

と思います。

現在、2025年２月、３党合意による授業料無償から始まり、高市首相による授業料無償

化がいよいよ現実的なものとなってまいりました。しかし、仮に私立高校の授業料が無償

化になったとしても、公立入学金である公立高校5,650円に対し、私立高校の入学金は10万

円を超えるなどのお金がかかってきます。また、それだけではなく、施設設備費やタブレ

ット端末の購入費など、保護者への負担は残されたままとなっています。また、高校への

進学率が99.5％以上となっている中、公立・私立、学費に関係なく、子どもたちに学校を

選んでいただきたく思っております。また、2024年度の専任教員数公私比率比較では、公

立高校では74％を占めるのに対し、私立高校は60％となっております。そういったものの

公費助成の拡充と増額が子どもたちにとって行き届いた教育を行える一つの材料になると

思っております。

以上のことから、私立高校生がそういった心配なく学校に通うことができるよう、また

専任教諭を増やし行き届いた教育ができるように、貴議会におかれましては御理解の上、

陳情事項にお応えいただきますようよろしくお願いいたします。以上です。
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星委員長 これから、陳情者である新潟県私学の公費助成をすすめる会、清水悠様に対する

質疑を行います。質疑はありませんか。

渡辺委員 まず、１点目の陳情なんですけれども、これに関しましては陳情理由の説明のと

ころにもありますが、2026年度の授業料支援のところからこれと全く同じようなことが３

党合意の中で、３党で合意したということですので、これについてはまだ予算はこれから

になるかと思うんですけれども、その辺りについてはどのようにお考えですか。

清水参考人 ３党合意はあくまで政党間の合意ということで、予算は組まれますがまだ確定

したわけではないと思っています。

渡辺委員 ３党は維新と自公だったと思います。公明党は野党の立場でありますけれども、

ここで約束をしたことを反故にするような党ではありませんから、おそらく予算が提案さ

れれば通るかと思います。その上で、次の２番の「私立高校において専任教員増が可能と

なるよう」という、ここについてもう少し詳しく聞かせていただきたいんですけれども、

まず、今県内で公立高校の定員はどんどんと少なくなってきております。私立高校の定員

というのはこの10年間ぐらいでどのような推移をしておりますでしょうか。

清水参考人 状況としましては、2024年で私立高校の選任教諭が649人に対し、公立高校では

2024年に2,441人となっております。

渡辺委員 私は生徒の定員を聞かせていただきました。なぜそのような質問をさせていただ

いたかと言いますと、子どもの数自体も減っております。そして、子どもの数が減ってい

ることで、公立高校は定員を子どもの数に合わせて減らしてきているという現状がありま

す。高校として大人数での全ての部活動ができないというような状況になっている高校が

多い中で、私立高校については私の認識ではあまり子どもの人口に合わせて減らしてきて

いなかったのではないかなという気がしています。その辺りをちょっと聞かせていただき

たかったのですが。

清水参考人 すみません、質問の趣旨を取り間違えておりました。生徒数に対して私立高校

が学費等の免除ですとか、そういったものをしてこなかったという質問でよろしいでしょ

うか。

渡辺委員 いや、そうではなくて、要は生徒の定員ですね。例えば、小出高校でしたら８学

級あったのが今はもう３学級まで減らされております。そういう中で新潟県内の私立高校

は、この20年間ぐらいでいいですけれども、生徒の募集数というか定員ですね、どのよう

な推移だったのでしょうかということを聞かせていただきたいです。

清水参考人 すみません、今、手元に資料がなくて申し訳ありません。各学校によって違う

と思います。

渡辺委員 野球ですとかの強豪校、私立高校が頑張っているということで、子どもたちが私

学に入学したいという気持ちはすごく大事です。今、国が応援して授業料ですとか、そう

いったものを支援するようになりました。また、私学に入る親御さんも、子どもたちがそ

こを目指すのであればというところで、入学金のところだけでもお金を多少かけていただ

くというのは、私はありではないかなと思っています。

これまで私学が矜持として、やはり自分たちの特色ある学習を進めるために、それに賛

同してくださる親御さんですとか生徒さんを募集してきたと思うのですけれども、そうい

った負担というものは私はある程度あってもいいのではないかと思っているんですが、そ
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の辺りはどのようにお考えでしょうか。

清水参考人 部活動がしたくて行っている子どももたくさんいるんですけれども、公立高校

に行けなくて私立高校に通っている子がいるのも現実です。部活動だけではなくて単純に

私立高校に行きたいんだけれども、学費だったりとかそういったものに負担をかけてしま

うという生徒がいるのも現状になります。そういった生徒の中で、やはり学費だったりと

かそういったものをかけてしまうために、中学校からやってきた部活を親にお願いできな

いという生徒もいると私は耳にしています。なので、いろんな生徒がいるのだと感じてお

ります。以上です。

渡辺委員 公立高校では、生徒の人口の動態に合わせて生徒の募集数を減らしてきています。

私立高校が減らさないままで、もしいるとしたらですよ、私もその辺ちょっと調べていな

いのでまた教育委員会のほうに確認したいなと思っていますけれども。そうすると、公立

高校で強豪校としてというか今までやってきた部活動ができなくなっているというような

状況が、私は生まれているのではないかなとちょっと危惧しているところがございます。

そういった意味では、私立高校側も県の教育委員会と一緒になり、全体として私立には

どの程度生徒数が必要か、そして公立にはどの程度生徒数が必要かというところの議論も

なしに、私立高校だけがお金が足りないからじゃなく、私立というのはそれをある意味覚

悟の上で、自分たちの独特の教育を覚悟の上でされてきたという経緯もあります。そうい

った中で、全体としてどうなのかなという疑問があります。その点についてお聞かせいた

だければと思います。

清水参考人 質問として、どのようにお答えすればいいのか、もう一度お伺いしてもよろし

いですか。

渡辺委員 簡単に言えば、新潟県の教育委員会と私学の定員ですとか、それから公立の定員

ですとか、そういうところは話し合われているのでしょうか。

清水参考人 すみません、そこまで話し合っているという話は、私の中では聞いてはおりま

せん。

大平委員 陳情の２番目ですね。「専任教員増を促進するため、経常費助成を増額してくださ

い」と、経営を圧迫しているという意味だと思います。公私の割合、どの程度増額しても

らえれば助かるのか、概略で結構ですので分かりましたら教えてください。

清水参考人 申し訳ございません。概略でどの程度というのは、ちょっと分かりません。

大平委員 これは、専任教員が足りないという意味ではないかなと。足りないんですよね。

清水参考人 今現在、私立学校でも担任が足りなかったりですとか、あとは非常勤講師とし

て勤めていただいている方もたくさんいらっしゃいます。その中で、やはり専任の先生が

いないことによって放課後に授業の分からないことを聞きに行くことが、非常勤講師の先

生ですとかは授業が終わったら帰ってしまいますので、授業のことに関して詳しく聞きた

いという子どもに対してなかなか対応ができない状況となっております。

大平委員 保護者や生徒から、教育を充実してもらうような意味で何とか国とか県とかに働

きかけてお願いできないかという、そういう要望や意見などがかなり上がっているのか。

そこら辺の状況が分かりましたら教えてください。

清水参考人 毎年、署名を行っております。生徒、保護者から数多くの署名を県、国に提出

しております。
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星委員長 ほかにありませんか。（なし）質疑なしと認めます。これで陳情者に対する質疑を

終結します。新潟県私学の公費助成をすすめる会、清水悠様、傍聴席にお戻りください。

委員会を代表してお礼を申し上げます。丁寧な説明をいただき心から感謝いたします。

本委員会として、御意見を今後の委員会調査に十分生かしてまいりたいと思います。本日

は誠にありがとうございました。以上で、陳情者の趣旨説明を終わります。

続いて、本件に関しまして執行部に確認しておきたいことがありましたら、発言を許し

ます。

渡辺委員 今ほど参考人のほうから聞かせていただいたんですけれども、いま一つ分からな

かったので聞かせていただきたいと思います。新潟県内の高校の定員が、当然人口の推移

によって減ってきていると思います。私立高校の定員というのは人口の減少によってリン

クしているものなのでしょうか。

樋口教育長 渡辺委員のおっしゃっている部分ですけれども、県立高等学校におきましては、

毎年の中学３年生の卒業生の数、それから各学校の倍率等を基に毎年度募集学級数を調整

しています。それは県立ですから県教委が中心にこれをやっているわけですね。やはり魚

沼市の場合も、小出高校、堀之内高校、どんどん減っています。５月の県の都市教育長協

議会で、そこに私立の高等学校も含めて一緒に協議をしてもらいたいというお話をしまし

たが、県側は「民間のことですので私たちはタッチできません」というお話です。人口減

少、少子化に伴う募集の枠につきましては、現在のところ公立の県立高校のみが引き受け

ているという状況だと判断しています。

渡辺委員 そうしますと、確かに家庭の経済的理由によって私学に行きたいけれども行けな

いという生徒さんもいらっしゃるのでしょうけれども、定員が少なくなったことによって

なかなか自分が行きたい公立の高校に受からないかもしれないということで、ある意味滑

り止めというような形で私学を受験されている生徒さんもかなりいるのではないかと思い

ます。その辺りはどのような認識でしょうか。

樋口教育長 いわゆる滑り止めという２次的な意向で受ける子どもたちがどのくらいいるの

かという、そこは各学校の具体的な進路指導の中で把握はできると思いますが、教育委員

会としてはその割合がどのくらいかという数字は出しておりません。

渡辺委員 私の子どもを育てているときですとかに比べると、大分公立高校の定員が厳しく

なってきているなというところもあったりします。そうすると、上位校ですとかを目指し

ていてそこが無理そうだなと思ったとき、自分が受かる公立高校にランクを落とすよりは、

私学に行くという選択をしているお子さんもいらっしゃると私は認識しているんですね。

確かに経済的理由で私学に行きたいけど行けないお子さんもいるかもしれませんが、逆に

学力的なこととか行きたい志望校の理由等で、私学を第２志望にしていらっしゃる方もか

なりいらっしゃるのではないかなと考えています。

それとまた関連して、授業料の件でちょっとお聞かせください。今、新潟県の公立高校

の１か月の授業料はお分かりになりますか。

樋口教育長 すみません。

渡辺委員 金額は分からなくてもいいんですけれど、実のところ何が聞きたかったかという

と、私立高校というのは当然、私が子どもを育てている頃は公立で月１万円ぐらいで、私

立で３万 5,000 円ぐらいだったような記憶をしております。その学校を維持していくには
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私立高校の授業と同じぐらいもらわなければやっていけないところを、その差額として県

が補填していると私は理解しております。そのほかも助成があるとは思いますけれども、

そうすると今後 2026 年に授業料の平均値、私学の平均値が入ってくるということは、公立

のお子さんのところは大体月１万円の年額 12 万円、私立は 2026 年度からは年額約 46 万円

なので、大体月３万 8,000 円ぐらいでしょうかね、計算すると。助成されるということに

なりますので、お子さんが負担すべきものは授業料として負担するのと、それと寄附金で

すとか、いろいろあるのかもしれませんが、私は私学の学校はその分授業料を高くして経

営しているということを思えば、その経営のところの負担を当然私学に入っていくわけで

すから、ある意味そこは国が助成しているのと変わらないんじゃないかなという気がしま

う。今までと同じように公立は１万円で、私立にも１万円ですよというのであればそれは

足りないよねという話になります。

この後３党合意の中で、私立に対してはその授業料の平均値ということになりますから、

そうであれば経営面でまたそこに助成ができると私は理解しているんですけれど、教育長

なり教育委員会としてどんなふうにそこは理解されますか。

樋口教育長 教育委員会としてはなかなか言えない部分ですので、個人的な受け止めとか考

えで言えば、私立の高等学校は学校ごとに独自の教育理念ですとかカリキュラムを組んで

います。そこが特色でありますから。進学に特化するとか、スポーツに特化するとかとい

う形ですので、当然公立高等学校よりは別の特色をかけた取組をするわけですから、その

部分の経費は私は増えると思っています。公費的に設備費とかがあるわけではなく、設備

関係の費用も保護者負担等で賄っていますから、その特色化というところでお金がかかっ

ていく。ある意味、公立でやっていない部分をどんどんやっていくわけですので、その部

分が経費としてはやはりかかっていく。そういうことには承知というか、理解をした上で、

でも子どもが望むから。例えばサッカーをずっとやってきたので、全国大会を目指すよう

にサッカーを頑張っている高校に入れてあげたい。そういう本人の願いとか親の支援の関

係で選ばれるんだろうと思っております。ですから、経費がかかることも承知の上でとい

うか、そちらの進路を選択されているんだろうなと思っています。

渡辺委員 そういう意味ではこれまでの授業料が公立よりも高かった部分がそこに当たると

思うんですけれども、そこを今、国のほうでは 2026 年、まだ当初予算の中に入るかどうか

分かっていないとは言いながらも３党合意の中で入っていくというところでは、保護者負

担というところ、また希望するところに入れるということについては、私はかなり達成さ

れていくのではないかなと感じています。

あと残るところですけれども、確かに専任教員ですとかいろんなところがあるとは思う

んですが、これは先ほど教育長がおっしゃられたように、子どもの人口に対して新潟県の

県立高校だけがその負担を負っていくというようなことではなくて、やっぱり新潟県全体

として定員数をどう考えていくかというのは私は必要ではないかなと思っております。

そういった中で、専任教員をどうするですとか、お互いの中でやっぱり話し合われるべ

きだと思うんですが、これは教育長も同じ思いだとは思いますので、またしっかりと県な

りに訴えていただけたらなと思うんですけどいかがでしょうか。

樋口教育長 思いとしてはそういう形ですので、私も県との協議の場等ではそういう話をし

ますが、民間の経営の部分ですから、そこに公的な県が入れないということも県は言って
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おりますので、それも理解できる部分ではあります。

渡辺委員 そういったところを県のほうで協議がもし可能になるようであれば、２番につい

てはかなりお互いの中で協議ができるのではないかなと思うんですけれど、どうでしょう

か。

樋口教育長 ２番の専任教員につきましては、義務教育も含め教員は本当に不足をしており

ます。これは公立・私立にかかわらず、非常に教育の担う教員が足りないという事態にな

っています。ですので、どういう形がいいのか、そこは公立ですと働き方改革ですとか様々

な人的支援ですとか、そういうことをしながら働く環境を整えようということでやってお

ります。民間の場合になりますので、私立の場合は。そこは勤務条件とかというものを見

ながら、教員免許を持っている方がどちらを選んでいくかということでありますから、な

かなかそこをコントロールするのは非常に難しい。公的な部分でできるのは、教員の勤務

条件の問題とか働き方を改正していくということだと思っております。

古田島委員 教育長の答弁の中であったんですけれども、令和８年、要は来年度の中学校の

卒業生は多分１万 8,000 人ぐらいだと思っています。県立高校の定員が１万 2,000 人ぐら

いで、6,000 人程度足らないとなっています。私立の高校は多分 18 校ぐらいあるので、そ

こで残りの 6,000 人を受けるという形に多分なっているかと思います。趣旨説明の中で、

99.5％が高校進学する、ほとんど義務教育化している現状として、やはり公立高校だけで

は賄いきれない。公立と私立の経営母体の違いはあるかもしれないですけれども、子ども

たちの教育の場としては、やはり公立・私立と関係なく当然必要であるという考えでしょ

うか。義務教育ではないので答えづらいかもしれませんけれども。

樋口教育長 古田島委員の今の質問は、学校制度に関わる制度ですよね。学校教育法で、公

立学校も私立学校も公教育をそれぞれ担う部分であるという位置づけでありますから、日

本の学校制度の中での高等学校は公立もあるし、民間の学校として学校教育法に基づく学

校ですから、子どもたちが様々な選択肢ができるという意味ではいろんな学校があってし

かるべきなんだろうなと認識をしております。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。

本件につきまして、討論を省略し採決することに御異議ありませんか。（異議なし）異議

なしと認めます。よって、討論を省略し採決することに決定いたしました。

これから、陳情第１号 「私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学

助成の増額・拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書について採決いたします。お諮

りします。本件は、採択することに御異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。

よって陳情第１号は、採択すべきものと決定されました。

本陳情を採択としましたので、本会議でも採択された場合の意見書発議について協議し

ます。「020 陳情 私学助成意見書（案）」を御覧ください。それでは、議会事務局長から

朗読させます。

坂大議会事務局 （資料「陳情 私学助成意見書（案）」により朗読）

星委員長 お諮りします。ただいま朗読のあった意見書で御異議ありませんか。（異議なし）

異議なしと認めます。それでは、本会議で採択されたときには委員長が提出者となり、委

員会で発議することに御異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。そのように

決定されました。
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ここでしばらくの間、休憩とします。

休 憩（11：00）

再 開（11：10）

星委員長 それでは、会議を再開いたします。

先ほどの私学助成意見書について、議会事務局長から追加の朗読を求めます。

坂大議会事務局長 申し訳ございません。さきほど私が朗読する際に県知事宛ての朗読が漏

れましたので、ここで改めて朗読をさせていただき確認をさせていただきます。（資料「陳

情 私学助成意見書（案）」により朗読）

星委員長 お諮りします。ただいま朗読のあった意見書で御異議ありませんか。

磯部委員 ３年度末ではなく、３月末では。

坂大議会事務局長 後で確認させてください。

大平委員 １の「県独自の学費助成予算を引き去る」とありますが、これは「引き下げる」

では。

坂大議会事務局長 「引き去る」という文言があります。

星委員長 ほかにありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。

（３）発議第 4 号 クマ被害対策に向けた各種支援を求める意見書の提出について

星委員長 日程第３、発議第４号 クマ被害対策に向けた各種支援を求める意見書の提出に

ついてを議題といたします。ここで提出者であります本田篤議員に委員外議員の出席要求

をし、説明を求めたいと思います。本田篤議員、指定の席にお座りください。

提出者から補足説明はありませんか。

本田議員 今日は福祉文教委員会にお招きいただきましてありがとうございます。私からの

説明は、先般の本会議で提案理由として話されたところではございますけれども、皆様に

おかれましてもどうぞ意見書をよろしくお願いをしたいと思っております。以上でありま

す。

星委員長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

磯部委員 熊対策の強化は非常に重要な課題と認識した上で、意見書の内容について質問を

させていただきたいんですけれども、まず本田議員におかれましては、11月４日に国がク

マ被害対策パッケージを出しています。その内容というのは御覧になられていますでしょ

うか。

本田議員 はい、一応目は通しております。

磯部委員 内容が重複している点もかなりあるかと思うんです。重複している点が多いから

といってこの意見書を出しちゃ駄目だなんて思わないんですけれども、明らかに重複して

いないのは３番と４番だけと思います。そういったところに関してのお考えを伺ってもよ

ろしいでしょうか。

本田委員 おっしゃるとおりだと思っています。我々がこの意見書を作ろうと言った時期で
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すけれども、10月頭でした。そのときから魚沼市では熊の被害が出ていて、どうしようか

と考えていました。確かに国のほうも並行的なところもあったかなとは思っています。そ

うは申しましても、この発議はやはり魚沼市の窮状を国に訴える。確かに国と重複してい

るところもあるんですけれども、その意見書は包含している。国の出したメニューも含め

て、私たちは持続的に強化してほしいというところの思いも含めて意見書として出させて

いただきました。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）質疑なしと認めます。本田篤議員は、自席へお戻りく

ださい。

続いて、本件に関しまして執行部に確認しておきたいことがありましたら発言を許しま

す。質疑はありませんか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。

これから討論を行います。討論はありませんか。（なし）討論なしと認めます。これで討

論を終結します。

これから発議第４号 クマ被害対策に向けた各種支援を求める意見書の提出についてを

採決いたします。お諮りします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（異議なし）異議なしと認めます。よって、発議第４号は、原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。

（４）議案第 97 号 魚沼市税条例の一部改正について

星委員長 日程第４、議案第97号 魚沼市税条例の一部改正についてを議題といたします。

執行部から補足説明はありませんか。

内田市長 ございません。

星委員長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終結します。

討論を省略し、採決することに異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よ

って、討論を省略し採決することに決定しました。

これから議案第 97 号 魚沼市税条例の一部改正についてを採決します。お諮りします。

本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。

よって、議案第 97 号は、原案のとおり可決すべきものと決定されました。

（５）議案第 98 号 魚沼市在宅介護サービスセンター条例の一部改正について

星委員長 日程第５、議案第98号 魚沼市在宅介護サービスセンター条例の一部改正につい

てを議題とします。執行部から補足説明はありませんか。

内田市長 ありません。

星委員長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

大平委員 確認をさせてもらいたいんですが、デイサービスの利用者数は年々減ってきたと

いう現状を前回の委員会の中でお話したと思うんですけど、そうは言っても高齢化が進む

わけで、対象の方の需要等が十分に考えられます。まず、その減少してきた理由をどのよ

うに捉えているのか、お伺いしたいと思います。
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戸田市民福祉部副部長 デイサービス利用者の減少の理由としては、やはりデイサービスを

利用するに当たっては家族の支援もないとデイサービスの送迎に間に合うように送り出す

ということ自体がなかなか困難な状況にあるということが、事業所などの話し合いでそう

いった状況が浮かび上がってきました。核家族が増え、高齢者のみ世帯、高齢者一人暮ら

しが増える中で、そういったデイサービスを利用するに当たっての家族関係といったとこ

ろも大きく起因していると思います。プラスして、やはりそういった状況から施設利用も

多く望まれるようになったというところも、デイサービス利用の減少につながっているも

のと考えております。

大平委員 もう一つ確認なんですが、伊米ヶ崎がありながらもほかのところにデイサービス

で利用されている方も結構いらっしゃる。そういう認識でよろしいか、そこだけ確認ださ

せてください。

戸田市民福祉部副部長 そうですね。伊米ヶ崎デイサービスを除いたとしても、地域密着な

ども入れれば15ぐらいございますので、そこもどこも満員にはなっていない状況です。市

として需要供給は足りているといいますか、いろいろ利用できるところはあると考えてお

ります。

大平委員 伊米ヶ崎地区に住んでいる方が、伊米ヶ崎のデイサービスがあるにもかかわらず

ほかの地域のデイサービスだとかサービスを利用されている現状があるのか、確認させて

ください。

戸田市民福祉部副部長 デイサービスは送迎車がございますので、伊米ヶ崎地区にお住いの

方がよその地区へ行かれるということもかなりございます。

大平委員 最後にします。この伊米ヶ崎がなくなったとしても、伊米ヶ崎地域の方が必要に

応じてそれに代わるような施設を過不足なく利用できるという、そういうことでよろしい

んですね。

戸田市民福祉部副部長 お見込みのとおり、そのとおりでございます。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。

討論を省略し、採決することに異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よ

って、討論を省略し採決することに決定しました。

これから議案第 98 号 魚沼市在宅介護サービスセンター条例の一部改正についてを採

決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。（異議な

し）異議なしと認めます。よって、議案第 98 号は、原案のとおり可決すべきものと決定さ

れました。

（６）議案第 108 号 指定管理者の指定について（魚沼市特別養護老人ホームあぶるま苑）

（７）議案第 109 号 指定管理者の指定について（魚沼市湯之谷デイサービスセンター）

（８）議案第 110 号 指定管理者の指定について（魚沼市入広瀬デイサービスセンター）

（９）議案第 111 号 指定管理者の指定について（魚沼市守門健康センター）

星委員長 日程第６、議案第108号 指定管理者の指定について（魚沼市特別養護老人ホーム

あぶるま苑）から、議案第111号 指定管理者の指定について（魚沼市守門健康センター）

までの４件を一括議題とします。執行部から補足説明はありませんか。
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内田市長 ありません。

星委員長 なければ、これより質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）質疑なしと認

めます。これで質疑を終結します。

ただいま一括議題としました４議案について、討論を省略し、採決することに異議あり

ませんか。（異議なし）異議なしと認めます。よって、討論を省略し採決することに決定し

ました。

これから議案第 108 号 指定管理者の指定について（魚沼市特別養護老人ホームあぶる

ま苑）を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することに御異議ありません

か。（異議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 108 号は原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。

次に、議案第 109 号 指定管理者の指定について（魚沼市湯之谷デイサービスセンター）

を採決いたします。お諮りします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（異議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 109 号は原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。

次に、議案第 110 号 指定管理者の指定について（魚沼市入広瀬デイサービスセンター）

を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。（異

議なし）異議なしと認めます。よって、議案第 110 号は原案のとおり可決すべきものと決

定されました。

次に、議案第 111 号 指定管理者の指定について（魚沼市守門健康センター）を採決し

ます。お諮りします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。（異議なし）

異議なしと認めます。よって、議案第 111 号は原案のとおり可決すべきものと決定されま

した。

（10）所管事務調査

①魚沼市こども計画の素案について

星委員長 日程第 10、所管事務調査についてを議題とします。①魚沼市こども計画の素案に

ついてを議題とします。本件について、執行部に説明を求めます。

大塚教育委員会事務局長 魚沼市こども計画の素案について、概要を説明します。資料は 101

魚沼市こども計画の素案についてのファイルになります。こども計画の策定経過につきま

してはこれまで委員会の中で何度か説明してまいりましたが、素案がまとまりましたので

概要を御説明いたします。なお、計画策定に際して行ったアンケートの結果につきまして

は、計画書素案の中に掲載しておりますので御確認をお願いします。今後、パブリックコ

メントを令和８年１月 10 日から２月９日まで実施し、必要な最終的な調整を行った後、成

案とする予定としております。

素案の概要につきましては、浅井子ども課長が説明しますのでよろしくお願いします。

浅井子ども課長 魚沼市こども計画素案について、簡単に概要を説明させていただきます。

（資料「魚沼市こども計画の素案について」により説明）

先ほど局長から申し上げましたが、今策定しています計画は子ども・子育て会議の委員

さんのほうで内容等を確認していただいておりまして、素案を取って案としてパブリック
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コメントに出す作業を進めているところであります。以上です。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

渡辺委員 まず３ページですけれど、全体のどういうふうに整合性を図っているかみたいな、

そういう図があるんですけれども、その前の説明でも魚沼市こども計画は確かに関連計画

というところで教育大綱ですとかあるんですが、教育大綱というのは全体的なものを見て

いるのではないかなと思います。これだと教育大綱も一つの何かトップにあるものではな

いように見えてしまうのですが、その辺りはいかがですか。

大塚教育委員会事務局長 そこも含めて、今、図の修正を行っているところでありますので、

参考にさせていただきたいと思っております。

渡辺委員 障がい児のところですけれども、これが 46 ページになると思います。障がい児へ

の支援というところで、子どもの支援はうたわれているんですけれども、保護者への支援

の視点というのでしょうか、それはどの辺りに書かれていますでしょうか。障がい児を持

っていらっしゃる方々が、やはりケアしてもらえないとなかなか厳しいというところがあ

るんですけれど。

大塚教育委員会事務局長 そちらにつきましては基本方針の５、66 ページからになります

が、「こどもを育む家庭への支援」というところで最後の 70 ページになります。70 ページ

に「障がいのあるこどもの家庭への支援」ということで、こちらの指針５のほうで家庭に

対する支援、障がい児も含めてまとめて章立てをしておりますので、こちらのほうで触れ

ております。

渡辺委員 障がいを持っているお子さんたちのデイサービスですとか、それから夏休みです

とかの学童的なところですけれども、なかなか高学年になって夏休みに見てもらえない。

今は一般のという言い方をしたら変ですけれども、学童なんかではかなり夏休みでも見て

もらえるようになって、お子さん方がある程度年齢がいったときにはパートに出るなり、

また正社員に復帰するというのがかなりよくなってきています。ただ、この障がいを持っ

ているお子さんのお母さん方は就労に行けないわけですよね、そこの支援が滞っていると

いうことで。確かに障がいのある方やその家族、支援者の総合窓口として基幹相談支援セ

ンターというところがあるんですけれども、やはり保護者の方々の生活全般は障がいを持

ってるというだけで本当に大変だと思います。そういったところのお金の面ですとか、デ

イサービスの給付を行いますとか、そういうところを書いてありますけど実際に受けられ

ないような状況が起きている。お母さんたちからしたら、いつでも相談していいんだよと

か、そういったお母さんたちの就労支援をしますとかというのがあればいいんですけれど

も、そういったところの文言を書き込むのは難しいんでしょうか。

大塚教育委員会事務局長 ほかの計画の中でどういう位置づけにできるかですとか含めまし

て、そういったところをまた参考にさせていただきたいと考えています。

渡辺委員 これは極端な話ですけれども、お金をつけるときにそこを何とか解決したいとい

う強い思いみたいなものが何となく遠のいてしまいそうな気がします。お母さん方が就労

すれば、その分魚沼市としての所得向上というのか、そういったことにもつながると思い

ますので、ぜひその辺りをうまく書き込んでいただけたらと思います。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件について

は、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決定しました。
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②第３次魚沼市環境基本計画の素案について

星委員長 次に、②第３次魚沼市環境基本計画の素案についてを議題といたします。本件に

ついて、執行部に説明を求めます。

吉澤市民福祉部長 ７月 23 日の福祉文教委員会で、今年度改定あるいは策定予定の計画一覧

を用いて説明させていただきました。その中の生活環境課所管分について、今日御説明さ

せていただきたいと思います。

まず、第３次魚沼市環境基本計画の素案について、内容を生活環境課長から御説明いた

します。

関生活環境課長 それでは、第３次魚沼市環境基本計画の素案について、概要を説明をいた

します。（資料「第３次魚沼市環境基本計画の素案について」により説明）

なお、計画案に対するパブリックコメントの募集につきましては、新年１月 13 日から２

月 12 日の間を予定しており、今年度中の成案化を進めることとしております。計画の概要

につきましては、簡単ですが以上になります。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

大平委員 14 ページで気になったんですけれども、害虫の課題等についてです。下から３行

目ぐらいまでで、特定外来種の生物について触れています。私が気になっているのはセイ

タカアワダチソウで、それが市内各所で見られているんじゃないかなと思います。それに

ついては、ホームページ等では「特定はできません」ということで書きくだっているんで

すね。でも注意しましょうということを言っているんですけれども、私の周りでも結構な

勢いで増えている。ほかの貴重な動植物も被害を受けるように見られます。このセイタカ

アワダチソウについても、含んでいるかもしれないんだけれども、特定の外来種の中に触

れていただければ非常にいいなと。市民としては意識がないまま過ごしている部分がかな

りあるんじゃないかなと思う。そういうことを含めてもうちょっと強調したほうがいいな

と思ったんですけれども、その辺の考え方についてお聞きしたいです。

吉澤市民福祉部長 具体的な動物、植物のその名称を挙げて書くかということになりますと、

専門家の意見を聞いてということになります。確かに委員おっしゃるような植物はほかに

もあるということは認識をしておりますけれども、どこまで記載するかについては少し検

討させていただいて、場合によっては修正が必要であれば加えた上でパブリックコメント

に付したいと思います。

渡辺委員 まず３ページのところですけれども、達成状況一覧がございます。それで、評価

のところは「第二次魚沼市総合計画評価基準に準拠」ということで、第二次総合計画が終

わるわけですから今後は違う目標値が出てくるんだと思っております。この不足だったと

ころ、達成できなかったところというんでしょうか。令和７年度の目標値に対して、令和

６年度の実績値で達成率ということで書かれているんですけれども、この要因を分析して

いるようなところはどこにあるんですか。

吉澤市民福祉部長 該当のページがちょっとぱっと出ませんけれども、例えばこの森林体験

学習の参加者数であるとか、そういう実施事業に関係あるものについては、この計画ある

いはその実施事業に対する事務事業の評価指標としては定めてあります。どの階層までこ
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の計画に載せるかというところは、あまり詳しい事務事業レベルまでは載せていません。

この指標の達成状況についても次期の計画と同じ形で対象としている項目ばかりではあり

ませんので、全般的にはそういう活動指標的なものは活動が不足していたと思えば３次計

画に引き継いで向上を目指すということでありますし、例えばこの３ページの「循環型社

会環境の整備」、４つ目の一番下の項目の「ＩＳＯ」とか「ＫＥＳ」とか「エコアクション」

とかについてはそもそも指標として適当だったのだろうかという視点から省いたものもあ

ります。それについてはそれぞれで検討しておりますけれども、次期計画に引き継いだ形

で載せているかどうかというのは項目ごとに違っております。

渡辺委員 そうすると、特にＣ評価となったところですけれども、そういったところをここ

に載せるということは、今後このＣ評価となったところを改善していきたいという意思を

見せるために載せたのではないかなと私は勝手に想像していました。そういったところの

整合性みたいな文章的なものというのはないんでしょうか。

吉澤市民福祉部長 先ほどのページについてはあくまでも実績でありますので、そこがＣだ

から意気込みがというところよりは、実際の数字をそのまま載せているということです。

本文中にそこは記載をしたつもりでありますけれども、その指標に対して目標値をどうす

るかというところは先ほども申し上げましたように項目ごとにそれぞれ違っている取扱い

をしているものもございます。

渡辺委員 本文中でＣの評価だったところについてどうしていくのか、書き込んであるとい

う説明だと思います。そういったところを、これを見る限りどううまくこれからのこの計

画の中に落としていくのかよく分からなかったので、工夫していただけたらいいのではな

いかなというのが一つです。

それから、私も全部読み込むのがちょっと大変だったんですけれど、カメムシというの

は、この中にどれだけ載っているか分からないんですけれども、カメムシというのがかな

り農業者も含め、そしてまた観光の面でも魚沼市は大変だと思うんですけど、その辺りは

どこかに書き込んでありますか。

吉澤市民福祉部長 カメムシという名称を挙げての記述はこの中にはないです。害虫といい

ますか、病害虫として包含的に書いてある。カメムシについては、実際に発生がすごい場

合はいろんなところに影響があるということは承知をしておりますけれども、特にこの計

画中にカメムシについて具体的な記述はないです。

渡辺委員 所管は生活環境課だと思っております。観光等としては確かに産建のほうになる

かとは思うんですけれども、ではどのように対策をしていくかとか抜本的にどうなのかと

いうところは連携してとはなると思いますが、その辺りはここに落とさなくてもいいもの

なのか。それとも、工夫して少しでも書き込めるのかみたいなところはいかがですか。

吉澤市民福祉部長 害虫駆除ということで言うと生活環境課の所管であります。農林・農作

物対策としては当然そちらの所管になるわけですけれども、いずれにしてもこの計画に書

くレベルのことというよりは具体的なことになると思います。ここに記載を加えるという

よりは、実際の対策というか、事務事業のほうで考えるべきことではないかなと考えてお

ります。

渡辺委員 それはよく分かるんですけれども、やはり上のほうの計画の中にやっぱり害虫被

害、例えば農作物なんかのときにはそれに対する対策をどのようにしていくか、研究する
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とかというような文言があってくださると、そこにまたひとつ事業として出てくる可能性

が出てくるかなと思います。特に計画の中に盛り込んでもらうというのは大事だなと思い

ますので、もし工夫ができるのであればしていただけたらと思います。

星委員長 ほかに質疑はありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件に

ついては、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決定しま

した。

③第３次魚沼市一般廃棄物処理基本計画の素案について

星委員長 次に、③第３次魚沼市一般廃棄物処理基本計画の素案についてを議題といたしま

す。本件について、執行部に説明を求めます。

吉澤市民福祉部長 それでは、次の第３次魚沼市一般廃棄物処理基本計画につきましても生

活環境課長から御説明をいたします。

関生活環境課長 それでは、第３次魚沼市一般廃棄物処理基本計画の素案について、概要を

御説明いたします。（資料「第３次魚沼市一般廃棄物処理基本計画の素案について」により

説明）

なお、計画案に対するパブリックコメントの募集につきましては、新年１月 13 日から２

月 12 日の間を予定しており、今年度中の成案化を進めることとしております。

概要は簡単ですが以上になります。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）なければ、これで質疑を

終結いたします。本件については、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議な

し）そのように決定いたしました。

④第２次魚沼市地域公共交通計画の素案について

星委員長 次に、④第２次魚沼市地域公共交通計画の素案についてを議題といたします。本

件について、執行部に説明を求めます。

吉澤市民福祉部長 吉澤市民福祉部長 それでは、次の第２次魚沼市地域公共交通計画の

素案につきましても生活環境課長から御説明をいたします。

関生活環境課長 それでは、第２次魚沼市地域公共交通計画の素案について概要を御説明い

たします。（資料「第２次魚沼市地域公共交通計画の素案について」により説明）

なお、計画案に対するパブリックコメントの募集につきましては、新年１月 13 日から２

月 12 日の間を予定しており、今年度中の成案化を進めることとしております。

簡単ですが説明は以上になります。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

古田島委員 １点お聞かせください。素案ですし、まだ成案ではないのですけど、一番最初

の表紙の「令和７年 12 月」の下に「魚沼市地域公共交通協議会」となっていますが、これ

は成案だと「魚沼市」という名称になるということでよろしいでしょうか。

関生活環境課長 魚沼市になります。

渡辺委員 以前にも、路線バスと競合のあるところがなかなかそこに乗り合いを入れていく
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のが難しいというような話ではあったんですけれども、鉄道も含め魚沼市内にある公共交

通になっているところ全体としてやっぱり一つのものをつくっていくんだみたいな、そう

いった表現みたいなところはこの文言の中で分からないかなと思ったんですけれども、そ

の辺りを落とし込んでいる箇所はあるんでしょうか。

吉澤市民福祉部長 地域公共交通協議会には市も参画しますし、交通事業者も参画していま

す。そこで策定をしている計画でありますので、全体としては当然魚沼市の公共交通全体

を考えて、それで一番いい方法だと考えられるものを検討しているわけなんですけれども、

どうしても既存の路線バスなりが走っている路線については、その部分に関してはメリッ

ト・デメリットが競合するようなことがあり得ます。なので、全体の協議会をつくって、

そこがまとまれるところで計画をつくっていこうというところであります。

計画全体としてはそういうことではあるんですけれども、かねてから御指摘があるとお

り、そういうようなことはこの計画でも全てまだ解決されるような書きぶりにはなってい

ないことは承知していますが、協議会としての現在のところのまとまったものがこの案と

いうことで御理解いただきたいと思います。

渡辺委員 全体を通してやっぱり本当に抜本的に変えていかないと、これからの魚沼市の公

共交通をどうしていくかという話が結局中途半端で終わってしまったり、各地域で差が出

てきたりですとかあるかと思います。せっかく公共交通の計画をつくるのであれば、実際

にはそこに行き着くまでにはかなり大変なことはあるかもしれませんけれども、目標です

ので計画にはその辺りをやっぱりこう書き込んでもらえたらなという気持ちがございます。

今、国のほうでは、市としていろんな事業所を加えて一つの事業体をつくっていくよう

なことも推奨しているわけですから、そういった新しい国の取組を取り込んでいきたいと

いうようなところですとか、それから市民参画として市民がどうやって参画していくかみ

たいなところの書きぶりというんでしょうか、そういったものにももうひとつ工夫が必要

ではないかなという気がします。その辺り、このままの形で恐らくはパブコメに出すんで

はないかと思うんですけれど、どうでしょうか。

吉澤市民福祉部長 パブリックコメントに出す最終の素案も、やはり協議会で定めた素案で

ある必要があります。実際に修正を加える時間があるかどうかというところも含めて、結

果としてはこのままの形でパブコメに付すということになるのではないかと私も考えざる

を得ないんですけれども、公共交通全体の話はあくまでもこの計画があるということとは

別に、各事業者あるいは市がそれと並行して検討を続けるべきことであります。その辺り

は、この計画ができたからあとは検討を全然しないということではありません。それはあ

くまでも計画年度として今年度という期間が定められていますので策定はしますけれども、

引き続きの検討は事業者の話、市民参画も含めて続けるつもりであります。

渡辺委員 今年度の初頭ですかね、計画がかなりあるというところで、早め早めに議会に出

してほしいとお願いをしていたにもかかわらず、パブコメに出す素案が出来上がってから

初めて見せてくるわけですよね。それではここで議員が見て、例えば継続的に調査します

と言っても、パブコメが終わってもう３月末には決定ですよ。だからこそ一覧表を出して

早め早めに出してくれと言ってるのに、これでは私たちが素案を見せてもらって議員とし

て議論したものは何の役にも立たないような状況ですよね。それと、今ほどこの計画は計

画として上げますけれども、あとは毎年のようにまた協議していくんですとおっしゃいま



- 21 -

すけれども、本来であれば計画をきちんとつくってやっていくべきことなんじゃないです

か。これは今年度つくらなければいけないからつくりました、もう素案です、改正もしま

せん、このままパブコメに出します。パブコメのところにやりますとか改正しますとか、

できそうなところだけやりますみたいな、毎回そうなんですよ。なので何とか、執行部が

大変なのも分かりますけれども、できるだけいろんなことを２年、１年前倒しぐらいでい

ろんなことをやっていただきたいというのが正直なところです。

終わったことを言っても仕方がないんですけれども、今後の課題としてまずはお聞かせ

いただきたいと思います。

内田市長 そんな興奮しないで。これは公共交通協議会に出して進めます。それとは別に、

先ほど実は部長が言いづらかったのは、私が今のこの人口減少や高齢化の中で、子どもた

ちの移動も含めてこの公共交通の体系でいいのかというのは、これとは別に私はプロジェ

クトをつくって、渡辺委員がおっしゃった全体的なことを見なければならないときではな

いかというのは指示してあります。なので、それをここにすぐ入れるというのは、これも

事業所があることですし、いろんなことがあって、今これからどんどんそれをちょっと検

討する。スクールバスも含めてですよ、熊も天気も全部含めて。そういうことをプロジェ

クトをつくって、横断的にプロジェクトチームを立ち上げてそれを検討しようということ

は指示しています。ここで委員会で言っていいのかどうなのか分からないですけれども、

そういうことはあるんですが、ここにそれを全部落とし込む、御破算に願いまして、あれ

も全部、これも全部しますというのは、今なかなかできない状態であります。これは５年

間の計画をこの中で進めさせていただく中で、それをまた見つつということになっていま

す。立ち上げる中で、いろんなことを検討していこうということで今考えています。

渡辺委員 こういった計画を５年ごとに改定、改定できました。そのたびに、そういったこ

とを市民と共に、そしてまた改正するためにどうするのかと言いながら、今市長からはそ

ういうプロジェクトをつくっているとおっしゃいましたが、庁内だけでプロジェクトをど

うするのかではなくて、それをここに今落とし込めないのであればこれはこのままいって

しまいますが、それを言っていいのかどうか分からないではなくて、それは市役所の中だ

けで決めていいことじゃないんですよ。住民も交えて、また議会も交えて、そして一緒に

考えていくべきことだと思っております。今回のこの計画は計画として出していくけれど

も、そういったプロジェクトをつくってどういうふうにしてやっていくのかというところ

については、また議会の中でいろんな場面でもって教えていただきながら、協議が表に出

せないというのであれば傍聴を止めるですとか、あるいはまた議論のときでも議会の中で

は休憩をしながら議論をするという場所もございます。自由討議というような制度もござ

いますので、そういった中でやはり聞かせていただかなければいけないことではないかな

と思います。

ぜひそのプロジェクトが、これからどんなふうにしてやっていくのか等がまた決まり次

第、この委員会の中で、いろんな場面で協議させていただければと思いますがいかがでし

ょうか。

内田市長 公共交通協議会というのはどういう方がメンバーになっているかお分かりだと思

うんですけれども、市民の皆さん、代表者の皆さん、自治会の皆さん、全部入っているん

です。その中で４回だとか５回検討し、協議した中で立ち上げた計画であります。それは
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それでやらなければいけない協議会の決まりになっています。それはそうではなくて、私

たちが今この公共交通協議会が決めたものでいいんだろうかというのは、私は疑問があっ

たので、それをちょっと検討して変えられるものになったら、もっとよりよくお年寄りも

子どもも使えるような、病院に行けるような、そういう方法はないかというのを考えよう

というので、それを市民の皆さんに来てください、話を聞きますではなくて、ちょっと調

べようという。これがどういうふうに発展していくかはこれからの話になりますので、分

けてというとまたちょっと語弊がありますけれども、そういう中で進めさせていただきた

いということであります。決して、このままいってこれが全てだというのではなく、皆さ

んも多分そういうふうに感じているかも分かりませんけれども、そういうので疑問をちょ

っとみんなで考えようということでやりたいということであります。まだ何をどうすると

か、誰をメンバーにするとか決めていません。ただそれを指示をしている、これを考えよ

うという指示をしているだけであります。

渡辺委員 私もこの計画については審議会等でもって決まったものですからというところを

理解させていただいて、なので今プロジェクトを考えているということですから、そのプ

ロジェクトの進捗状況に合わせこの議会で報告・調査させていただきたいという趣旨でご

ざいます。今、市長がおっしゃったことと、私が先ほどお願いしたこととは、同一の問題

だと思っております。以上です。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件について

は、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決定いたしまし

た。

これで昼食休憩に入ろうと思います。午後からは市長と教育長が出席されません。市長

から、ほかに何かございませんか。（なし）続きまして、教育長からほかに何かございませ

んか。（なし）

委員の皆様からは、市長に対して何かございませんか。（なし）続きまして、教育長に対

して何かございませんか。（なし）ないようでしたら、市長及び教育長は公務の都合により

午後は退席させていただきます。

ここでしばらくの間、休憩とします。

休 憩（12：10）

（休憩中、市長及び教育長 退席）

再 開（13：10）

星委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。委員の皆さんにお諮りいたします。順番で

いくと、次は市民の声を聴く会での意見要望、次に閉会中の所管事務等の調査なのですが、

この２つを一番最後に回して、その他から行きたいと思うのですが、よろしいでしょうか。

（異議なし）では、そのようにしたいと思います。

（12）その他



- 23 -

①第２次魚沼市人権教育・啓発推進計画策定について

星委員長 日程第12、その他を議題といたします。①第２次魚沼市人権教育・啓発推進計画

策定についてを議題といたします。執行部に説明を求めます。

吉澤市民福祉部長 それでは、説明いたします。資料につきましては、210番を御覧ください。

（資料「第２次魚沼市人権教育・啓発推進計画策定について」により説明）

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

渡辺委員 この計画のパブコメはいつですか。

吉澤市民福祉部長 次の委員会の日程がまだ調整中でありまして、それを終えて、その委員

会が終わると、案として固まる見込みということで、パブコメの日程確定はしておりませ

ん。

渡辺委員 先ほども素案が出てきて、私も幾つか変えられますかって言ったんですけれど、

そうこうやって章立ては分かりましたけれども、素案自体を見せてもらうのが、次の日程

が１月になるのかと思いますが、それが終わってからもうすぐにパブコメにいきますと言

う形だと、やっぱり、本当に執行部の皆さん、お忙しいの分かるんですけれども、それで、

では私たちが見せていただいて意見を言っても、どこまでその意見が反映されるのか。確

かに審議会等でやってるのは分かります。でも、審議会３回開催されたのであれば、素案

の素案って言うんでしょうか。そういったものもやっぱり本来であればこの辺でできてい

てとか、10 月とか。この休会中に見せられるぐらいのスパンが欲しいと思うんですけれど。

今さら言ってもとは思いますが。了解はできませんけれども、今後については検討しなけ

ればいけないと思うんですけど、いかがですか。

吉澤市民福祉部長 基本的には策定のための審議会とか委員会を設置しているものについて

は、そちらが審議の主体であるということから、議会の委員会には当然御説明はしなけれ

ばいけないと思っておりますけれども、やはり日程的にはその審議会なり委員会が先に決

まってしまうということが一般的であります。ただし、今後もそういうことでずっと行く

かということについては、恐らく次の策定あるいは改定の機会が５年後ということになる

かと思いますので、それはほかの委員会での議論のことも含めて、私の所管についてはな

るべくそのようにしたいと思いますけれども、そこはやはり足並みをそろえる必要もある

のかなと思っています。

渡辺委員 総合計画をつくるときに、それこそ 10 数年前になりますけれども、議会基本条例

をつくるときに総合計画が実施の義務がなくなったというところで、ではどうしようかと

いう議論を議会とか議会改革特別委員会でさせていただきながら、議会基本条例をつくる

と同時に、何を議決案件にするのかという議論をその当時させていただきました。そのと

きにこういったいろんな計画があるわけですけれども、そのときに出していただいたとき

も 20 幾つ、それこそ 30 近い計画案がございました。それを全部議会の議決にするのかと

言ったときに、先進事例ではそれを議会議決にしているところもございました。でも、そ

こまではしないでほしいというような執行部からの依頼もあって分かったと。それである

ならば、策定過程でその都度議会に報告して、一緒になって調査していくんだということ

を担保にして、総合計画のみを議会の議決案件にしたという経過、経緯があります。そこ

が忘れられて形骸化して、今ほど審議会がつくるべきものなんだという意見でしたけれど
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も、私はそういう認識ではないです。その辺をどのようにお考えか、お聞かせください。

吉澤市民福祉部長 決して議会を軽視しているとか、後回しにしているかということの趣旨

で申し上げたのではありませんで、あくまでも策定の主体が委員会とか審議会と言ったの

は、それはその策定のために選任され、開催される委員会なり審議会でありますので、や

はり日程的にもそちらが中心というか、優先されるというのは自然なことではないかと思

います。そのことと、どこで説明をし、どこで御意見をいただくかというのはまた別の問

題ではありますけれども、ただし、そこについては、私の考えというよりも、執行部と議

会との調整の話ですので、私としてはここではお答えを控えさせてもらいます。

渡辺委員 全くそのとおりだと思います。議会改革特別委員会をつくって審議し、その各種

計画をどうするかって言ったときに議論したんだけれども、それがうまくいかないという

ことであれば、議会としても今後どのようにしていくかというのを、これもまた執行部と

の調整をとりながら議会として考えていかなければいけないことだと思いますので、それ

も含めて委員長が、また議長等が検討いただく機会を持っていただけたらと思いますが、

いかがでしょうか。

志田議長 渡辺委員の提案というか考え方についてでありますが、確かに 11 年前の総合計画

のときに、その都度その都度、丁寧に説明していくという話は私もちょっと記憶があるん

ですけど、それを担保にしたという、そこまではちょっと記憶にはないんですけれども、

いろいろなやり取りをやっていく中で、丁寧な説明はしていくというような話を伺ってお

ります。そういう記憶がありますので、今後またいろんな計画が出てくる中で、同じこと

の質疑だとなかなかスムーズに進みませんので、しっかり検討していきたいなと思います。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件について

は、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決定いたしまし

た。

②子ども・子育て支援金の負担について

星委員長 ②子ども・子育て支援金の負担についてを議題といたします。執行部に説明を求

めます。

吉澤市民福祉部長 それでは、子ども子育て支援金の負担について、220番の資料を御覧くだ

さい。子ども・子育て支援金につきましては、全世代、企業、事業所の皆様からの拠出金

により、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世代を社会全体で応援

する仕組みということであります。資料については、こども家庭庁の作成の資料をそのま

まお付けしました。これについては、社会保険をはじめ、国民健康保険、後期高齢者医療

保険など、全ての保険の被保険者の皆様から、令和８年度から支援金を御負担いただくこ

とになります。（資料「子ども・子育て支援金制度について」により説明）

本市の国民健康保険につきましては、今後、国民健康保険運営協議会が予定されており

ますので、そちらで御審議をいただきまして、国民健康保険税条例の改正と令和８年度予

算への計上を次の議会で行いたいと思いますので、本日のところは、この新しい制度が国

民健康保険に追加されるということの御説明であります。説明は以上です。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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渡辺委員 既に健康保険から拠出金、要は協会けんぽのほうでは、企業に対して子ども・子

育て拠出金という名目で企業に出ていますけれども、この国民健康保険ですとか後期高齢

者というのは、これまでその拠出金というのは全くなかったのでしょうか。

吉澤市民福祉部長 子ども・子育て支援に対するいわゆる保険料に上乗せする支援金という

制度そのものは令和８年度から始まります。保険者がそれに対する拠出として求めるもの

とは、これは恐らく違うもののことを言っているのでありまして、加入者一人当たりにつ

いての支援金額、それぞれほかの健保等も含めてここに示されておりますけれども、既存

の制度とは違うものが令和８年４月から始まるということであります。

渡辺委員 要するに、今まで協会けんぽですとかの組合健保とすると、例えば事業者が、拠

出金として払っていて、被保険者については普通の料率だけで、この子育て支援金という

のはなかった、拠出金が入ってなかったということだと思いますので、そうすると国民健

康保険者としての魚沼市ですとか、そういったところにはそういった協会けんぽ等で事業

者が出していた拠出金みたいなものの制度自体はなかったということでいいんですか。

吉澤市民福祉部長 国保財政には歳入も歳出もいろいろなものが入ったり出たりしています

けれども、保険者としての魚沼市国保については、ちょっと今出てきませんが、今回お示

ししたのは、それとは別の加入者一人当たりの負担ということでありますので、保険者が

負担していたものとは別にということでありますので、御理解をいただきたいと思います。

渡辺委員 確かにその趣旨はよく分かります。今度は被保険者にかかってくる子ども・子育

て支援金だということだと思います。私が確認したかったのは、全体の魚沼市としての国

保の中で、協会けんぽのように事業者に対して拠出金があるように、今回ももしあったの

であれば、それを知りたかったんですけれども、また予算なり決算のときにでも聞かせて

いただきたいと思います。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件について

は、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決定いたしまし

た。

③後期高齢者医療保険料率の改定について

星委員長 ③後期高齢者医療保険料率の改定についてを議題といたします。執行部に説明を

求めます。

吉澤市民福祉部長 続きまして、後期高齢者医療保険について御説明いたします。資料はご

ざいません。後期高齢者医療保険の料率等につきましては、２年ごとをめどに改定が行わ

れているところであります。令和８年度が保険料改定の年になります。加入者数の増加、

医療費の増加が顕著であることから、先ほど述べました子ども・子育て支援金の分の負担

も含めて保険料率の改定が予定されています。今後、広域議会等を経て決定がされますの

で、２月定例会にその内容を踏まえて当初予算の計上を行いたいと考えておりますので、

本日は資料はありませんけれども、２月定例会で御審議をいただきたいと思います。以上

です。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）なければ、これで質疑を

終結します。本件については、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）
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そのように決定いたしました。

④魚沼市健康づくり計画策定（改訂）について

星委員長 ④魚沼市健康づくり計画策定（改訂）についてを議題といたします。執行部に説

明を求めます。

吉澤市民福祉部長 それでは、健康づくり計画の策定について御説明いたします。資料は240

番を御覧ください。（資料「魚沼市健康づくり計画策定（改定）について」により説明）

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

渡辺委員 今のお話ですと、これは１月 10 日号の市報でパブリックコメントの募集をすると

いうことですので、そうすると、これについては議会に素案を示さないで出してしまうと

いうことでしょうか。

吉澤市民福祉部長 15 日の策定委員会で素案まで持っていければ、1月 10 日の市報に載せる

のと同じタイミングをもって、パブリックコメントを募集したいと考えております。

渡辺委員 先ほどの計画については、一応、次の委員会で示しますと。今回のこの計画につ

いては、もう 15 日が終わってしまったら、私たちに示されることなくパブコメにいきます

という理解でよろしいですか。

吉澤市民福祉部長 素案ができた段階で、素案の内容については資料、実際にはスマートデ

ィスカッションに格納するということになるんだと思いますけれども、もちろん提供しま

す。

渡辺委員 そうしますと、パブコメのコメントと同時ぐらいのタイミングで、パブコメはパ

ブコメで募集をし、そして、どのタイミングなのか分かりませんけれども、休会中に委員

会を開催したときに、我々議会側からの意見をいただくという予定でしょうか。

吉澤市民福祉部長 委員会の開催の予定が分からなかったので、どちらが前後するというと

ころまでは申し上げられませんけれども、パブコメの期間を１か月とっておりますので、

その期間内にということで委員会が開催され、御意見をいただくということも考えられる

と思います。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件について

は、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決定いたしまし

た。

⑤魚沼市地域医療計画策定について

星委員長 ⑤魚沼市地域医療計画策定についてを議題といたします。執行部に説明を求めま

す。

吉澤市民福祉部長 続きまして、250番を御覧ください。魚沼市地域医療計画の策定について

というものであります。（資料「魚沼市地域医療計画策定について」により説明）こちらの

計画につきましては、計画の性質上、専門性が高く、また上位計画がある中で、その範囲

内で検討するということから、市民参画を求めるというよりは、それぞれの専門の方、具

体的には市内のドクターですとか保健医療の関係者に聞き取った上で、これは事務局内部
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で策定をするということで、パブリックコメントも特に予定はしていません。こちらにつ

きましても、素案ができましたら委員会にはお示しをしたいと考えております。以上であ

ります。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

大平委員 これは新たに作成をするということで、医療計画の策定の予定についてはどうな

っているのでしょうか。

小山健康増進課長 計画策定時期は年度内を予定しております。

大平委員 これは内部で検討するという話ですが、これは市民には諮らないで、まとまった

ら議会にも説明していただかなければならないですが、すぐに計画を載せると。策定して

それを公表すると、そういうことになりますか。

吉澤市民福祉部部長 位置づけが公共施設再編における、例えば社会教育だったり福祉だっ

たりする、例えば長寿命化計画のような、そういう下部計画的な取扱いと今のところ考え

ておりますので、特に市民向けの公表というのは現段階ではしないと考えております。

大平委員 公共施設の内部の検討資料という、そういう位置づけ、そういうことなのですか。

吉澤市民福祉部部長 成案となった全てを内部資料とするということになるかどうかはまだ

未定ですけれども、公表できる部分はその上位計画との関係もありますので、それはした

いと思っております。

大平委員 医療のハードの部分、おっしゃったハードの部分だと思うんですけれども、ハー

ドの部分と言いながら例えば⑦では、医療提供体制は住民に直接かかわる部分でありまし

て、やっぱり方向性を考える上で、ある程度どの程度公表されるのか、ちょっと今のとこ

ろはよく分からないのですけれども、医療を形づくるような、大事な計画になると思うの

で、十分な審議を求めますし、ぜひ我々にもその報告をいただければと思いますがいかが

でしょうか。

吉澤市民福祉部部長 策定の経過で申し上げたとおり、この策定のプロセスに市民参画がな

いですので、これで得た結論をそのまま魚沼市の結論とするにはやはり不十分というか、

そういう目的ではないところから始まっている計画でありますので、そういう意味で公表

を予定していないと言ったものであります。これの成案としてのそのままの形での公表を

予定していないと言ったものであります。ただし、市の医療提供体制については、当然広

く市民にお示ししなければならないものですので、場合によっては、これによってさらに

上位の計画が改定というようなことがあれば、それをもって市の計画として公表するとい

うことは考えております。

大平委員 繰り返しますけれども、最後の⑦については丁寧な説明と公表というのをお願い

するし、それでやっぱり今の総合計画との整合性ということでお話ししたと思うんですけ

ど、医療を形づくるような方向性を持ったものに私はなるのではないかなと思って、やっ

ぱり市民と共有する部分は概略とか概要とかではなくて、具体的にこういう内部で検討さ

れる計画に基づいた章立てとなるか分からないんですけれども、分かるような形で見せて

いただきたい、公表していただきたいと思うんですが、その辺を確認して終わります。

吉澤市民福祉部部長 基本的には当然、市民の皆様から見ていただかなければならないと思

っています。その中で、魚沼医療圏でありますとか、他の計画との整合性をとった上でな

いと公表できないということもありますので、その辺りにつきましての整理も含めて検討
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はしております。検討はしますし、公表は当然するべきだと思いますけれども、この計画

としてのこのままの形での公表ではなく、総合的な医療体制での公表あるいは周知という

ことで考えております。

渡辺委員 まず、この作成は今年度中というお話でございました。そして、計画期間はどの

程度考えていらっしゃいますか。

吉澤市民福祉部部長 この計画そのものは法定でも法定努力義務でもないですので、そうい

うことでは定まったものはないんですけれども、ハード整備を含むということになります

と、公共施設等総合管理計画と合わせるとすると、最長 20 年か５年ごとのその下部計画、

そのどちらかに合わせていくような形になると今考えております。

渡辺委員 そうしますと、施設のほうの５年、５年というのが、ちょうど途中のは何年でし

たでしょうか。一応、すみません、確認させてください。

吉澤市民福祉部部長 公共施設等総合管理計画、その下の５年ごとの計画は今年度改定の時

期でありまして、令和８年から令和 12 年ということになります。

渡辺委員 そうすると今回また５年間の計画ということでつくられるということになります

か。

吉澤市民福祉部部長 公共施設等総合管理計画には、病院事業会計のハードは実は含んでお

りません。ですので、診療所と堀之内医療センターは含んでおりますけれども、小出病院

については、もともと計画には載っていなかったのであります。そういうこともあって策

定の必要性を考えているわけですが、ここで得た結論がそのままそちらにスライドしてい

くというよりも、意味合いは合わせておりますけれども、そこの整合性をとりつつも、上

位計画と直接関連があるような計画ということではなく、趣旨としては当然関係あります

けれども、この公共施設等総合管理計画に溶け込ませるというようなことではないと考え

ております。

渡辺委員 現在、多分、新潟県の医療計画があると思うんですけれども、新潟県の医療計画

は何年から何年までになっていますか。

吉澤市民福祉部部長 申し訳ありませんが、今、資料を持ち合わせておりません。

渡辺委員 以前は医療計画は５年だったんですね。それで、今から５年ぐらい前かなと思う

んですけれども、それまでは５年計画だった医療計画を６年計画にして、そして介護保険

事業計画と一体でということで、介護事業保険計画は３年ごとだったんですけれども、医

療計画を６年にして改定時期を合わせるというようなことをしてきた経緯がございます。

今お話を聞いていると、新潟県の医療計画と魚沼地域医療圏ですかね、そこの計画との整

合性も持たせてというお話でございました。その辺の整合性を図るのであれば、今ちょっ

と調べさせていただくと、新潟県のほうが令和６年、2024 年からの６年の計画で、前回の

介護保険事業計画と一緒に変わったんだと思っています。そして、この次の介護保険のと

きには一緒に改定になりませんで、その次の改定のときにというような感じなので、今ほ

ど施設については、そのまま上がって、市の方と計画が上がっていくわけではないという

お話でしたので、であれば、今ここでつくっていただくことをどうこうと言うつもりはな

いです。ただ、今後またそういったところと合わせてということであれば、計画期間もで

きれば医療計画と合わせて６年にするですとか、そういった、一緒に改定していくみたい

な流れというのは必要ではないかと思うんですけれど、いかがでしょうか。
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吉澤市民福祉部部長 今回策定して２次計画をつくるかどうかも含めて、まだ未定でありま

す。今回つくったものをそれぞれの既存の計画にうまく包含させることができれば、これ

単独で２次計画をつくる必要がないのではという気もしておりますので、そこはこの計画

の成果と、あと関連するいろいろな計画の計画期間とか、その内容を見比べながら、必要

があれば２次計画もその期間に合わせてつくることがあるかもしれませんけれども、今の

ところそこまでは考えておらず、この成果を既存の計画に生かすというような使い方を検

討しているところです。

渡辺委員 そうであれば、ここで計画をつくっていっていただいて、先ほどの説明ですと、

庁内での計画なので、これ例えばできましたと言ったときに、私たち議会が、こう直して

くださいという話ではないとは思います。ただ、やはり出来上がったものを報告していた

だきながら、今後、医療計画ですとか介護保険事業計画ですとかと、どのようにして整合

性を持たせていくかみたいなところは報告いただきながら、一緒になって調査させていた

だけたらと思うんですけれど、今回の策定をどうこうではなくて、今後ということですけ

れど、いかがでしょうか

吉澤市民福祉部部長 この医療計画の内容についてお示しをしたいと思いますが、その活用

を、内容的には保健の計画ですとか介護、あるいは公共施設の計画とそれぞれ関連してき

ますので、それについては当然そういうようなことと一緒に検討をされ、またそういうふ

うに活用できるようなものをつくっていきたいと考えております。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件について

は、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決定いたしまし

た。

吉澤市民福祉部部長 申し訳ありません。先ほど公共施設等総合管理計画の計画期間にお答

えできていなかったのでお答えいたします。既に期間中でありますが、2016 年度から

2035 年までの 20 年間です。

星委員長 これについて質疑はありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。

本件については、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決

定いたしました。

⑥令和８年度以降のけん診会場の変更について

星委員長 ⑥令和８年度以降のけん診会場の変更についてを議題といたします。執行部に説

明を求めます。

吉澤市民福祉部長 こちらについては資料はございません。けん診会場の変更ということで

御報告をいたします。現在、守門地域におきまして、北部庁舎、それから上条体育館の２

会場で実施をしています住民けん診について、北部庁舎に集約をしたいというものであり

ます。上条体育館につきましては、今２階はゲートボール場としての利用がありますけれ

ども、１階が利用がなく、けん診会場としての１階を使うために前の日に行って掃除をし

たりですとか、あらかじめ水道を出して、使用できる状態にしておくとかというような労

力がかかっていることに加えまして、施設がバリアフリー化されておらず、スロープがな

いというようなこともありますし、必ずしも受診する皆さんにとってはいい環境ではない
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ということであります。実際に受診者へのアンケートをとったところ、118名の受診者に対

して113名から回答をいただきまして、ほとんどの方が交通手段があるということが分かり

ましたので、この結果をもって、それぞれ今の該当する地区の区長さんに説明に回って、

おおむねの御了解をいただいたところであります。ということで、令和８年度からは上条

会場を廃止し、北部庁舎に１本化したいというところであります。説明は以上です。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

大平委員 アンケートの 118 名というのは、どういう方が対象ですか。利用者ですか。

小山健康増進課長 今年度に上条体育館で受診された方になります。

大平委員 ほとんどの利用者は車であるので支障がないと、そういう御判断だっと思うんで

すが、これは実際、今は車で相乗りで来られても、今後足の確保の問題というのは、乗合

タクシーがあると言えばありますが、遠い方もいらっしゃるので、この辺の対応はどう考

えていますか。

吉澤市民福祉部長 乗合タクシーを実際に利用したことがなくて知らないという方もいらっ

しゃったので、そちらについては今ある乗合タクシーを使ってもらえるように周知をした

いと思います。今後のことについてということでありますけれども、交通手段もさること

ながら、上条体育館が会場として、最初の階段がかなりバリアとしては難しい会場であり

ますので、けん診会場までの足はこの会場に限らず課題であるとは思っていますけれども、

上条体育館につきましては、それよりも今の施設の古いところが喫緊の課題であり、やは

りそこは集約したほうがいいということで、交通手段については引き続き検討していきた

いと思っております。

大平委員 検討というか、来年度はどうするんですか。

吉澤市民福祉部長 来年度の方は 113 名お答えいただいたうち、二人以外は交通手段がある

とお答えいただいていますので、その二人の方は乗合タクシーを周知することで、実際に

は、けん診会場までの足を確保できるであろうという見込みであります。

大平委員 最後にしますけど、今後のことをはっきり言わなかったんですが、車があるから

いいという話ではないと思うところがあります。なぜなら、市の高齢化率、健康寿命、も

ろもろ、その医療全体を考えても、けん診にぜひ足を運んでいただくと、そういうスタン

スでいかないとなかなか早期発見、早期治療には結びつかないのではないかなと。健康、

予防医療に守門地域は長年取り組んできたところもありますし、ぜひ会場も適当なところ

がないのであれば、そこを北部庁舎とするのであれば、北部庁舎も決していいとは私は思

いません。どこか適当なところで、バリアフリーがしっかりしているところ、適地をやっ

ぱり見つけていくべきだと私は思うんです。とりあえず集約をするということであれば、

やはり何らかの移動手段と周知。今、けん診会場でけん診していない方も含めて、できる

だけけん診を受けてもらうような体制を行政としてハードの面も含めて整備をしてもらい

たいというのがあるので、ぜひ移動手段については早期に検討をしていただきたいんです

が、その辺いかがですか。

吉澤市民福祉部長 当面、先ほど交通手段がないとお答えになった二人の方には周知をした

いと思います。それについては、乗合タクシーを利用いただければ多分大丈夫だと思いま

すので、そこはもう個別の対応になるかもしれませんけれども、周知といいますか、乗合

タクシーの利用については御説明をしたいと考えています。それ以降のことについては、
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委員おっしゃった課題はやはりそうだと思いますが、やはりハード整備についてはなかな

かすぐにはできませんので、それについてはまた引き続き検討したいと思います。

渡辺委員 北部庁舎の方に全体的にということについては、バリアフリーですとか、そうい

った点で、そちらに行くという点については本当に周知していただいて、頑張っていただ

ければいいかなと思います。ちょっと関連ではないんですけれども、今ほどけん診の受診

するかどうかって毎年出してますよね、各世帯に。住民票に載ってる方々の名前がみんな

載っているような形で、該当者ですよね。それで、会社に勤めている方は会社で受けます

とか、それぞれあるんですが、特に私、高齢者でちょっと気になるのが、例えば病院に既

存の病気があるというと、その病気で病院を受診してるからしなくていいと思ってらっし

ゃる方がかなりいるような気がするんですけれど、その辺は健康増進課としてはどのよう

に考えられますか。

小山健康増進課長 定期的な受診もさることながら、やはり健康診断で見つかる病気もあり

ますので、健康増進課としては受診勧奨に努めているところであります。

渡辺委員 私も本当にそう思って、定期的に病院に行ってるからといって、新たな病気って

いうのは見つかるわけではないので、やっぱり１年に一遍ぐらいはけん診を受けていただ

きたいと思うんですけれど、やはり足ですよね。ないとどうしてもなかなかっていうとこ

ろがあるので、今ほど連絡をするときに、御高齢の方たちがやっぱり受けたいというか、

こういう状況だったら受けられるみたいな、そんな工夫みたいのを今してらっしゃるかど

うか、ちょっと確認したいんですけど。

小山健康増進課長 高齢者に特化したものは今しておりませんけれども、一応リフト付きの

バスを配車したりですとか、そういった工夫には取り組んでいます。

渡辺委員 そこに行くまでの足がないというのが高齢者だと思いますので、今勧奨している

というお話でしたので、年に一回その意向調査をする際に、御高齢の方たちが受けやすく

なるような工夫というのはまた必要なのではないかなと思いますので、どういう方法があ

るかはまた検討いただければと思います。いかがでしょうか。

小山健康増進課長 検討してまいります。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件について

は、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）そのように決定いたしまし

た。

⑦権利を放棄した医師等修学資金の不納欠損処分及び基金への補填について

星委員長 ⑦権利を放棄した医師等修学資金の不納欠損処分及び基金への補填についてを議

題といたします。執行部に説明を求めます。

吉澤市民福祉部長 こちらについても資料はございません。口頭で失礼いたします。本年９

月定例会におきまして、魚沼市医師等修学資金貸与条例により、平成23年度に貸与した修

学資金のうち291万5,279円及びこれに係る遅延損害金の返還を受ける権利を放棄をするこ

とについて議決をいただいたところであります。次回２月定例会におきまして、この基金

の額を２億900万円と定めている魚沼市医師等修学基金条例に基づき、債権放棄分を不納欠

損処分することによる欠損分を一般会計から補填する内容の補正予算案を提案する予定で
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あるということで、今検討しております。こちらについては、２月定例会での御審議をよ

ろしくお願いします。以上であります。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）なければ、これで質疑を

終結します。本件については、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）

そのように決定いたしました。

⑧第３次魚沼市生涯学習推進計画について

星委員長 ⑧第３次魚沼市生涯学習推進計画についてを議題といたします。執行部に説明を

求めます。

大塚教育委員会事務局長 第３次魚沼市生涯学習推進計画の策定状況について概要を説明い

たします。資料は280、第３次魚沼市生涯学習推進計画についてのファイルになります。（資

料「第３次魚沼市生涯学習推進計画について」により説明）

今後、素案をまとめた後に、庁内での調整や議会の委員会での説明などを経た上で、２

月中をめどにパブリックコメントを実施し、年度内の完成を目指して進めていく予定とし

ております。以上となります。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）なければ、これで質疑を

終結します。本件については、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）

そのように決定いたしました。

⑨第２次魚沼市子ども読書活動推進計画について

星委員長 ⑨第２次魚沼市子ども読書活動推進計画についてを議題といたします。執行部に

説明を求めます。

大塚教育委員会事務局長 それでは、第２次魚沼市子ども読書活動推進計画の改定について、

概要を説明します。資料は290、第２次魚沼市子ども読書活動推進計画についてのファイル

になります。（資料「第２次魚沼市子ども読書活動推進計画について」により説明）

今後、素案をまとめた後に、２月をめどにパブリックコメントを実施し、年度内の完成

を目指して進めていく予定としております。以上となります。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。（なし）なければ、これで質疑を

終結します。本件については、引き続き調査することで御異議ありませんか。（異議なし）

そのように決定いたしました。

ここでしばらくの間、休憩とします。

休 憩（14：12）

再 開（14：25）

星委員長 それでは、休憩を解き会議を再開いたします。
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⑩旧入広瀬中学校校舎及び入広瀬体育館の解体について

星委員長 ⑩旧入広瀬中学校校舎及び入広瀬体育館の解体についてを議題といたします。執

行部に説明を求めます。

大塚教育委員会事務局長 旧入広瀬中学校校舎及び入広瀬体育館の解体につきまして、11月

21日の福祉文教委員会で説明した際に、関連する新潟県の地域整備部が実施する雪崩防止

工事について触れたところですが、位置関係が分かる資料を補足してほしい旨の御意見を

いただいたところです。資料としまして位置図、資料は300、旧入広瀬中学校及び入広瀬体

育館解体工事位置図のファイルを提出しますので、御確認をお願いします。

（資料「旧入広瀬中学校校舎及び入広瀬体育館の解体について」により説明）

本市の解体工事の場所の西側の崖の縁を県の工事車両が通ったり、作業を行ったりする

など、作業スペースや工程に調整が必要となるものです。以上となります。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

大平委員 それでは、雪崩対策で今バッティングするという説明がありました。雪崩対策は

いつからいつぐらいまでというのは分かりますか。

大塚教育委員会事務局長 県は、実際の工事は継続で行うということで、これから複数年に

わたって工事を行う予定と聞いております。

大平委員 調整が必要だということでありますが、工事を実施する側はそうかもしれないん

ですけれども、実際、住民の方はここを見て分かるとおり、どっちから来ても屋混みなん

です、中心部ですから。なので、バッティングするということであればなおさらなんです

が、工事車両、当局の皆さんはよく分かると思うんですけど、この細い住宅街のところは

ダンプが通るだけでもいっぱいです。バスでも結構なものなんですけど。なので橋を通っ

てもそうですので、これは住民の方にちょっと非常に通行の面で大きな支障が出てくるの

かなと。そこら辺を踏まえてお聞きしますけれども、具体的に制限、何時から何時まで通

れません、片側通行です、例えば交通誘導の方が来て整理をするというのが実際考えられ

るんですけれども、住民の方への交通への対策というのは何か考えていらっしゃいますか。

大塚教育委員会事務局長 発注等につきましてはこれからということになっておりまして、

まだ建設業者も決まっていない段階でありますので、そういった細かい具体的な調整につ

きましては今後という形になりますけれど、住民の方に支障がないような工程を組みなが

ら実施をしていきたいと考えております。

大平委員 支障がないと言っても支障が出てくると思うんです。住民の方がどれだけ理解し

ていただけるか、協力していただけるかという、そういう範疇かなと私は思うので、計画

がこれから実施されるわけですから、ぜひその辺のアスベストの問題も委員会のときは話

をしましたけれども、実際の工事の実施の際には、支障が出てくると思うんですが、そこ

ら辺は住民への説明と、それからきっちりした作業計画というんですか、特に搬入、事業

者の工事車両の搬入については、騒音だとか音だとか、そういうのも含めまして、丁寧に

説明と理解と協力が得られるような形でやっていただきたい。もう一つ申し上げたいのは、

実施する前に説明をされると思うんです。実施期間中もですね、きちんと住民の方に、世

帯数が多いものですから影響が大きいと思います。なので期間中ですね、様々な声が上が

ると思います。当然ながら、その時にやっぱりきちっとした形で説明をするなり、あるい
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は理解や協力を得られるようにしていただきたいということで、これはお願いですが、や

っていただきたい。その辺のお考えについて聞いて終わりにします。

大塚教育委員会事務局長 工事する際、あるいは工事を実施中につきまして、住民の方にき

ちんと説明ですとか対応できるような形で進めていきたいと考えております。

星委員長 ほかにありませんか。（なし）なければ、これで質疑を終結します。本件について

は、以上といたします。何かあれば随時報告願います。

⑪その他

・市税の滞納処分及び滞納処分の執行の停止について

・ナンバープレートについて

星委員長 ⑪その他について、執行部から報告事項等はありませんか。

吉澤市民福祉部長 １点何度かお尋ねをいただいておりました市税の滞納処分及び滞納処分

の執行の停止について報告をさせていただきたいと思います。資料310番を御覧ください。

市税の滞納処分及び滞納処分の執行の停止についてであります。地方税法におきましては、

納期限までに市税を納めない者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発し、督促状を

発した日から10日を経過した日までにその督促に係る市税を完納しないときは、滞納者の

財産を差押えなければならないと規定されております。しかし、全ての滞納者に対して差

押えを行うことは不可能であることから、当市では優先順位を決めて、地区担当ごとに催

告、調査、差押え、処分の順に対応しているところであります。この中で、魚沼市滞納処

分の執行の停止に関する取扱要綱に基づき、一定の要件に該当した場合には、滞納処分の

執行の停止を行うこととなります。執行の停止の要件とタイミング等についてであります。

財産調査により魚沼市滞納処分の執行の停止に関する取扱要綱第３条、執行停止の要件の

いずれかの要件、これ次ページに掲載しておりますが、該当すると認められるときは年度

末に一括して要綱第４条、執行停止の手続及び要綱第５条、滞納処分の執行停止の通知を

行っているところであります。執行停止の要件に該当すると担当が判断した場合には、そ

の都度、税システムの個人情報のところに執行停止予定者、催告対象外、生活保護等の該

当事項を反映させ、年度末に要件を満たしているか、担当者により判断に差異が生じてい

ないか等の確認会議を行い、市長に報告した後に執行停止を決定し、通知を発送している

ところであります。なお、要綱第３条第１項第２号、生活を著しく窮迫させるおそれがあ

るとき、滞納者が生活保護法に規定する被保護者になったときについては、被保護者にな

った際に、担当課から生活保護連絡票が各課に情報共有されています。市税については、

この時点で執行停止予定者として税システムの個人情報に入力するため催告書が送付され

るということはありませんし、納期未到来分、納期がこれから来る分の市税についても、

減免申請の提出により免除となることから、督促状を送付することもありません。また、

システムでは財産調査、この図における財産調査②の後に行っている個人情報に該当事項

を入力した以降は、その都度執行停止を行わなくても、催告書等の送付データは作成され

ない仕様となっているということです。ということで年度末に一括して執行停止を行って

いると申し上げましたし、実際そうなんですけれども、その該当者に催告書がその都度行

くというようなことは、このシステムに入力をすることによって、実際にはそれはもう帳



- 35 -

票が発行されませんし、本人のところに行くこともないという点では、年度末を待たずに、

実際には催告書はもう出ないという取扱いになっているというものであります。説明は以

上です。

星委員長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。

渡辺委員 こうやって出していただいてありがとうございます。それで、生活保護の方とい

うのは担当課のほうから被保護者になりましたという連絡が来た時点で、そのような対応

になるということで、執行停止のお知らせというのは３月だから、その後に通知は３月以

降に出すということで、今までしていなかったのがしてもらうようになりましたけれども、

それでただ生活保護の方であったとしても、３年ですね、３年経過するとそれがなくなる

というかですよね。そのときには通知を出す必要はないんでしょうか。

吉澤市民福祉部長 あくまでも滞納処分の執行を停止しているということですので、いわゆ

る債権を落とすということになると、それは一応別の処分ではあると思いますがその通知

を実際どうしているか、あるいはどうしないといけないと定められているかについては、

すみません、今日は資料を持ってこなかったのでお答えができません。

渡辺委員 一応御本人が自分で払いますと言ったときには受け取るという仕組みになってる

ので、おそらく私債権についてはそういう形になっていて、ただ、公債権の場合は３年経

過して向こうが持ってきたとしてもどうだったかなって、法律をまた見ていただければと

思います。おそらく通知を出さないのではないかなと。国も通知を出すところまで規定し

ていないと思っているので、通知を出さなくてもいいのかなと思っています。ただ、丁寧

なところは、そういう制度があるということをお知らせしてるはずなんです。なぜかとい

うと、たしかこの財産調査は一応１年に１回することになってます。なので働くようにな

ったりですとか、急に財産相続したとか、いろんなことがあると、そこでまた停止になる

というか、解除されるという仕組みになっています。そのときには、本来であれば御本人

から通知いただけるのが一番いいんだとは思いますけれども、１年に１回は調査をするこ

とになっていると。その間だから、本人とすれば本当に何と言うのかな、早く復帰したく

て仕事を始めてしまうとですよ、無理してでも早くしてしまうと、逆にまたそれがかぶさ

ってきて、それでっていうのがあるので、やっぱり法律上こうなっているんだということ

は丁寧な自治体はお知らせしています。なので、執行停止の通知をするときにでも分かる

ような形で３年間するとそれが、債権がなくなるというか、その用語をちょっとすいませ

ん、なかなか固有名詞が出てこなくて、その通知を出すときに、こういうシステムですよ

っていうことはあんまり小さく書かないで、ちゃんとしておいていただきたいなというの

が一つです。丁寧なところはホームページの中でそんなことをうたってるところもありま

す。そのことによって、３年経過後に本当にまた納税者として頑張ってもらえるようにな

ってもらいたいなというのが一つであります。要は生活再建をしていただきたい。それか

らもう１点は、確か滞納のときに事業が駄目になったとか、幾つかの要件のときには御自

分から減免あるいはその市に対してするという制度があったと思います。その辺について

は、今どの程度市民に対して周知をされていますか。

吉澤市民福祉部長 そういう地方税法に定めるものがすべからく市民の皆さんが分かりやす

い形で周知をしているかというところは、そうなっていないかもしれませんけれども、少

なくとも納税相談にいらっしゃって、こういう事情だということがあれば、それは申請に
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よれば減免の対象になりますよというようなことは相談に対するお答えとしてはしており

ますので、広くというよりも、そういう相談された対象の方には分かるように説明をして

いるところであります。

渡辺委員 できるだけそういう周知ですね、知っていただかないと。来てください、納税相

談に来てくださいって何度言っても来ない方っていうのは来たら容赦なく取り立てられる

んじゃないかというような恐れとかを持ってらっしゃる方もいらっしゃいます。現実、私

が幾つか相談に乗った方は、もっと早くに来てくれたらなっていう思いがあった方、結構

いらっしゃいますので、ぜひ法律上幾つかの要件がたしかあったと思うんですが、こうい

う方たちについては減免申請を自らができるという制度になってるはずですので、その辺

をちゃんと広報でもいいですし、そしてまた税務課としてたまにはホームページだけじゃ

なくて広報とかで知らせるというようなことをしていくことで、納税相談にも来ていただ

きやすくなりますし、何て言うんでしょう、いつまでも自分の中でもって大変だ、大変だ、

大変だと言って、ある意味自殺までされたら困るわけですので、ぜひそういった法律上認

められている権利を市民の皆さんに周知していただくことを、今後ぜひやっていただきた

いと思いますがいかがでしょうか。

吉澤市民福祉部長 先ほど委員からの丁寧なところではということで、他市の事例を紹介い

ただいたので研究したいと思います。先ほど納税相談と私申し上げましたけども、例えば

福祉の相談であるとか、市民課に対する相談でも、その生活困窮に類するようなことであ

れば、税務課にも相談するようにというようなことで、そこはすぐにでも改善できるとこ

ろですので、そこは全体的に取り組んでいきたいと考えております。

渡辺委員 かなり横の連携ができるようになったんだろうと思います。私、実際分からない

んですけど、してらっしゃるという話でしたので、ぜひ納税の相談だけでなく、他の納付

の滞納ですとかのところもしっかりとつなげていきながら、みんなで市全体として生活困

窮者を出さない、そして自立支援を早めにしていくという取組を今後ともしていただきた

いと思います。以上です。よろしくお願いします。

星委員長 ほかに質疑はありませんか。この件はこれで終わりといたします。執行部からほ

かにありませんか。

吉澤市民福祉部長 その他ということで、もう一つお願いいたします。令和７年度予算で、

いわゆる原付のオリジナルナンバープレートの予算をつけていただいております。それが

出来上がりますので、こちらについてお知らせします。こちらについては、公式キャラク

ターのうおぬまっちをメインとしまして、背景に新緑の山と水田をデザインしたようなイ

メージであります。これを１月の定例記者会見でお披露目し、交付については令和８年度、

４月からと予定しておりますので、お知らせいたします。以上であります。

星委員長 これに対して質疑はありませんか。この件につきましては、以上といたします。

では、委員の皆様からほかに御意見、御協議はありませんか。

・指定管理者制度について

渡辺委員 私のほうで今回、この指定管理者制度の認定につきまして、議会の議決に当たり

まして資料を出してほしいということだったんですけれども、膨大な資料だということで、
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今回この委員会には間に合わなかったです。それで、私としてはそんな膨大もない資料だ

とは思ってないんです、正直なところ。他市のマニュアルですとか、指定管理者のマニュ

アル、あるいは運用指針ですとかを見ますと、議会に対してこれとこれとこれというよう

な形で出す提出物を指定していたりします。ぜひとも今後は指定管理者制度の透明性を図

るというのが総務省の方向でありますし、マニュアル等も努力義務ではありますけれども、

マニュアルの指針ですとかも、努力義務ではありますけれども今回、この福祉のところだ

けでなく、これ全体の話になるかと思うんです。指定管理者を認定する際の議会に対する

資料の求め方みたいなものについて、研究なりしていただいて、また、それについて議決

のときだけでなく、これまでも見せていただきたいと言いながら、なかなか見せていただ

けなかったものですから、どういう制度になっているかについても、議会としてもやっぱ

りもうちょっと調査する必要があるのではないかなと思っておりますが、委員長いかがで

しょうか。

星委員長 これは資料提出についてですか。所管事務調査としてやるということじゃなくて

資料提出を求めることですか。

渡辺委員 膨大もない資料だと言われて、今回、私が資料提供を一応委員長にお願いしまし

た。資料提供というのは議案の議決のための資料としてだったんです。でも、それが資料

が多すぎると。また日程もないということで、今回については提出できないということで、

私もそれについては分かりましたということです。ただ、他市ではとんでもないほどの膨

大な資料ではなく、指定管理者のときにはこういう資料を提出するようにというものがご

ざいますので、なのでここで調査して、どういうものを今後議会として提出してもらうの

か指定管理の認定のときにするのか。それをある程度決まりましたら議会としては資料と

して求めていけたらいいかなと。それこそ数百ページあるのか分かりませんけれども、現

実にはどのくらいのページ数ですか。執行部で分かりますか。指定管理のときに提出され

る資料は。

大塚教育委員会事務局長 指定管理者の選定については管財課になりますので、私どもにつ

いては、それぞれの担当課が所管するものについては、それぞれ提出にあったものを施設

によって異なりますけれども、全体になりますと、年によっても変わりますし、それこそ

私どもがこちらでお答えできかねるという状況になります。分からないです。

渡辺委員 私が聞きたいのは、指定管理者の全部だと話をしているんではなくて、今回みた

いに指定管理、例えば特別養護老人ホームあぶるま苑のときの資料ですとかっていうのは、

確かに施設によって出してくる資料は前後あると思いますけれども、例えば湯之谷デイサ

ービスセンターではどのくらいの資料がありますか。

戸田市民福祉部副部長 すみません、今手元にございませんので、何ページということでは

お答えできない状況で申し訳ございません。

渡辺委員 実際のところはどうなってるかを調べたいわけではなくて、今だから他市では指

定管理者を選定するのはそちらが選定して、指定を認定するのが議会で、議決するのは私

たちです。その際の資料として提出するいろんな資料というかを様式として定めている市

が結構ありますので、そういったところの資料でしたら、恐らく５ページないし10ページ

も満たないぐらいです。各指定管理者の一つ一つであれば、そのぐらいの分量でしかない

はずですので、今、例えば20ページあるものを全部というわけではなく、やっぱりそれぞ
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れの指定管理者でばらばらではなく、一定の様式で提出していただくようなのをこれから

していただきたいなと。その様式というのは、今、市が指定管理者に求めている幾つかの

３つぐらい様式がありましたよね。それに、あとちょっとつけるぐらいかなと思っており

ます。ここはきちんとどれとどれを出せっていうのがわからない状態では執行部も困ると

思うので、そういった意味でこっちの中でちょっと協議いただければと思います。

星委員長 事前に審査されて議案として上がってきています。それを委員として審査するに

当たって、その資料が渡辺委員は必要ということですよね。

渡辺委員 他市でやってますしね。実際に。

星委員長 しばらくの間休憩します。

休 憩（14：51）

（休憩中、意見交換）

再 開（15：03）

星委員長 休憩を解き会議を再開します。今ほどの休憩の中で話をまとめまして、今回委員

会として出すのではなくて、一度議長預かりにさせていただいて、総務委員会と協議して

いただくことでよろしいでしょうか。（異議なし）

ほかにありませんか。（なし）そしたら、これ以降は委員のみで行いたいと思います。執

行部の皆さんからほかにありませんか。（なし）委員の皆さんから執行部にありませんか。

（なし）それでは執行部の方は退席していただいて結構です。ありがとうございました。

（執行部退席）

⑤市民の声を聞く会での意見・要望事項の取扱いについて

星委員長 次に、⑤市民の声を聞く会での意見・要望事項の取扱いについてを議題といたし

ます。資料150、10月31日に開催された令和７年度第２回市民の声を聞く会（議会報告会）

の意見交換会の中で出された意見・要望事項を、広報広聴特別委員会でまとめたものが資

料のとおりとなります。この取扱いについて、所管委員会で協議するよう依頼を受けまし

た。福祉文教委員会所管のものは、黄色い網かけ部分となります。前もって正副委員長で

取扱い案を入れてあります。これらについて協議いたします。しばらくの間、休憩といた

します。

休 憩（15：05）

（休憩中、委員会としての対応について協議）

再 開（15：06）
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星委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

市民の声を聞く会の意見・要望の取扱いについては、皆さんから協議いただき、以上の

とおり変更なしといたします。御異議ございませんか。（異議なし）異議なしと認めます。

よって、そのように決定いたしました。本件については以上といたします。

（11）閉会中の所管事務等の調査について

星委員長 日程第 11、閉会中の所管事務等の調査についてを議題とします。お諮りします。

本委員会が閉会中に所管事務等の調査を行うことについて、議長宛てに申し出たいと思い

ます。御異議ありませんか。（異議なし）異議なしと認めます。したがって、閉会中の所管

事務等の調査については、議長宛て申出を行うことに決定いたしました。

私から２点、委員の皆さんにお願いいたします。１点目は、新年度の行政視察について

です。先般行われました委員長会議において、３常任委員会合同で行う方向で検討してい

ます。つきましては、時期、場所、視察したい事項がありましたら、１月中に委員長まで

申し出てください。この間の委員長会議では、７月、８月の６月議会が終わって、９月議

会が始まるまでの７月下旬から、８月初旬ぐらいで大項目を１点決めて、３常任委員会で

決めて、場所はそこに行くと決めてからの各委員会で一つずつ視察先にしていきたいので、

各委員会が１個ずつ出してくると、多分全部ばらばらになってしまうので、今後大項目を

決めた後の私たちの意見が通るようであればと思っています。

坂大議会事務局長 例えば皆さんの共通の項目があればいいですけど、それがもしなければ、

例えばこの間の委員長会議での話だと、これからごみ処理場を造るので、皆さんにごみ処

理場の関係のところを視察、まず行って、そこでどこか場所を決めたら、あとは各委員会

で、その行程の中であれば場所を決めた方が効率的という話をしたので、逆に福祉として

はいやそうではなくて、こういう分野の視察に行きたいというのがあれば、共通の項目を

１個大項目と決めてもらって話を進めますと。

星委員長 ７月８月なので、できれば早め早めに１月中に私までよろしくお願いします。

２点目は、スマートディスカッションの容量がいっぱいになってきましたので、古いデ

ータや市のホームページに載っているものは整理し、データ量を削除したいということで

す。この件について意見がありましたら、委員長まで連絡お願いします。

坂大議会事務局長 もう少しでいっぱいになりそうで。会議の時にもお話ししましたけど、

市の計画も全部入れているので、容量も圧迫しています。市のホームページで見られるよ

うなものは、できればどんどん落としていきたい。あと、中には古いものもあるので、３

年前ぐらいの前のデータもさっき言ったようにどこかで見れるようにはしますけど、デー

タをなるべく整理して、スペースをどんどん上げていきたいと、そういう考え方です。何

でもかんでも入れられるわけではないので。なので皆さんの方から逆に、であればこうい

うふうにデータの取扱いをしてほしいとか、そういう意見があったら聞かせてほしいと。

渡辺委員 このスマートディスカッションのクラウドっていうんでしょうかね、そこの容量

がいっぱいになってきているっていうところについてはいいんです。例えば市のホームペ

ージで見られるんだったらと。ただ市のホームページ自体が古いのが見れなくなってたり

ですとか、それから、先程私のほうでは、今、総務省の方は指定管理者のある程度ここを
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この辺は公表せよということになってるんですけれども、そういったものも全くない状況

であります。市のほうも何か終わったのか、どこに隠れたんだかわからないけれど見れな

くなってるような状況があるので、市のほうのホームページがやっぱり本当に蓄積されて、

やっぱり私たちが過去どうだったかなっていうのが見れるような状況であればいいんです

けれども、そこも一緒に協議していただかないと難しいのではないかなと。こっちを消す

ことは全然問題ないです。市のホームページでちゃんと見れれば。

星委員長 私が分かりましたとも言えないですけど。

大平委員 過去に遡ってほしいですよね。会議録もしかり計画も。どういう計画の推移で来

たのかがわからないと、今だけ見ててもなかなかとりとめもないっていうか。そこは欲し

いですね。削除はいいけど。

古田島委員 ホームページについては、自分が言ってからも全然直っていない。ホームペー

ジを変えて、古いデータを広報でも多分保存してなくて、古い計画は担当課しかない。構

築しないと。根本的にはホームページをもうちょっとちゃんとしてもらえれば。ディスカ

ッションなんか容量をゼロにしてもらっても。

星委員長 そういう意見があったということでまとめていただいて。ちなみに、手元にきて

３年、４年目ですか。

坂大事務局長 ４年目です。何かいろいろ不具合が結構出てきているので、やっぱり５年ぐ

らいで更新等を考えていかないとということです。今回のは単純に容量の問題です。

星委員長 閉会中なんですが、１月に委員会を開催したいと思っています。決定ではないで

すけれども、現時点でも確実に駄目だということがあればお聞かせください。

では、皆さんの予定をお聞きして、今現時点で１月16日金曜日の午前中か22日木曜日で

執行部と調整したいと思います。

以上で本日の日程は全て終了しました。本日の会議の調製については委員長に一任願い

ます。本日の福祉文教委員会はこれで閉会といたします。ありがとうございました。

閉 会（15：14）

福祉文教委員会

委員長 星 直樹


